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第 1 章 業務の背景 

1.1 はじめに 

カンボジア王国（以下「カンボジア」）では農業分野は GDP の 22％（世銀、2018）を占め、経済成

長のためにも重要な役割を果たしている。2018 年に策定された国家戦略である第四次四辺形戦略にお

いても、農業は四辺の一つである「包括的かつ持続的な開発」の重点分野に位置づけられている。ま

た、2015 年に発表された産業開発計画では、2025 年までに農産物の輸出割合を 12％まで向上させるこ

と、また、付加価値の高い農業生産の促進等が目標とされている。 

カンボジアの農業セクターは、このような背景の中、伝統的農業活動から農業資材を使用した集約

的農業活動への移行が進んでいる最中であり、作物生産強化のための重要な資材として農薬が使用さ

れている。しかし農産物の農薬残留が人々の健康、環境および国際貿易への懸念を生じさせている。

農林水産省（Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries: ）では、同省に属する農業総局（General 

Directorate of Agriculture:以下「GDA」）の国立農業検査所（National Agriculture Laboratory: 以下「NAL」）

を信頼できる水準での残留農薬分析を実施する機関として、その責務を果たすこととしているが、機

材の整備は他ドナーからの支援で進む一方で、分析技術者の能力は不十分である。かかる背景からカ

ンボジア政府により、ラボの能力強化を図るため本事業が我が国に要請された。 

また 2009 年から 2012 年まで実施された技術協力プロジェクト「農業資材（化学肥料および農薬）品

質管理能力向上計画｣において、農業法規部（Department of Agricultural Legislation: 以下「DAL」）によ

る農薬登録手続きの改善および強化が行われ、その終了時評価（2012 年）において、これらに対する

日本側からの必要に応じたフォローアップ等が提言された。 

そのような背景のため、本事業の詳細

計画策定調査の中で、 DAL からも主に農

薬資材店における立入検査強化の要望が

改めてあがったことを受け、本案件は

DAL への協力も一つのコンポーネントと

し、ラボの能力強化、及び流通現場での

適切な農薬管理を整備することを図り、

もって農作物に対する適切な農薬使用の

推進に寄与することを目的とする。 

なお、本業務は、2020 年第 4 四半期に

活動を開始したが、新型コロナウィルス

感染症の感染拡期と重なり、事業実施に

おいては大きな影響を受けた。カンボジ

ア国では、2021年 2月 20日のクラスター発生を起点にして、新規感染者数が急増（図 1-1）した結果、

2021 年 3 月から 2022 年 2 月までの期間は、やむを得ず遠隔での活動に移行して業務を継続した。その

後、この期間の業務活動の効率低下を補うために、2022 年 7 月 5 日の第 2 回合同調整委員会（JCC）に

て業務期間を１年間延長することを合意し、2023 年第４四半期にプロジェクトを完了することとした。 

図 1-1 カンボジア国における新型コロナウィルスの新

規感染者数推移（出典：WHO） 
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1.2 業務の概要 

本業務は、本案件の他専門家（表 1-1）と協力・連携した上で農作物の残留農薬分析能力をはじめと

する NAL 職員の能力強化及び DAL に立入検査強化を通じて適切な農薬管理に関する支援・助言を行っ

た。また、両部門 C/P の円滑な活動及び連携を促進した。カウンターパート（以下「C/P」）は、NAL 

及び DAL であり、それぞれ指名されたカウンターパート職員のうち NAL については表 1-2に、DALに

ついては表 1-3に示した。 

表 1-1 本業務の専門家チームメンバー 
氏名 担当 

1 村松康彦 チーフアドバイザー 
2 北村恭朗 上級農薬分析専門家 
3 篠田隆祥 農薬分析専門家１ 
4 Julio Salvador C. Valeza  農薬分析専門家２ 
5 大島雄 農薬分析専門家３ 
6 坂本知津 業務調整員 
7 Rith Chanveasna  プロジェクト支援スタッフ１ 
8 Hong Phoma  プロジェクト支援スタッフ２ 

表 1-2 NAL カウンターパート職員 
指名 役職 

1 Phiv ChinTheng  Deputy Director of NAL 
2 Lorn Socheata Chief of the Pesticide Laboratory 
3 Thao Seaklay Vice Chief of the Pesticide Laboratory 
4 Neau Chanmonny Vice Chief of the Pesticide Laboratory 
5 Keo Sothary Vice Chief of the Pesticide Laboratory 
6 Nguon Nirdey  Technician of the Pesticide Laboratory 
7 Khoun Kanha Technician of the Pesticide Laboratory 
8 Yout Chakriya  Technician of the Pesticide Laboratory 
9 Leang Sina Technician of the Pesticide Laboratory 

表 1-3 DAL カウンターパート職員 
氏名 役職 

 1 Phum Ra  Director at DAL/MAFF 
 23 Kan Kompheak  Deputy Director at DAL/MAFF 
 3 Lim Bolin Deputy Director at DAL/MAFF 
 4 Em Pisey  Chief of Planning and International Cooperation office at DAL/MAFF 
 5 Sovuth Matra Vice-Chief of Agricultural Material Standards of office at DAL/MAFF 
 6 Vinin Marineth  Vice-Chief of Planning and International Cooperation office at DAL/MAFF  
 7 Thong Soklin   Vice-Chief of Agricultural Litigation and Investigation office at DAL/MAFF)  
 8 Srun Sopheak  Vice-Chief of Planning and International Cooperation office at DAL/MAFF  

なお、業務途中の 2023年第 3四半期にDALの大幅な組織改編があり、農薬管理に関わる業務がGDA

の植物保護・衛生植物検疫部（Plant Protection Sanitary and Phytosanitary Department: 以下「PPSPSD」）に

移管された。そのため業務期間の最後 2 ヶ月間は、PPSPSD で指名されたカウンターパート（表 1-4）

と業務を実施した。 

表 1-4 PPSPSD カウンターパート職員 
氏名 役職 

1 Dy Sam An Deputy Director 
2 Chou Sovichea Deputy Director 
3 Pen MonyVoth Vice Chief 
4 Moeung Bophayanika Vice Chief 
5 No Sophearoth Vice Chief 
6 Choem Channa Officer 
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氏名 役職 
7 Ly Kimleng Officer 
8 Chy Tann Officer 
9 Chhim Vannara Officer 

10 Mang Socheat Officer 

1.3 報告書の構成 

本報告書は、第 2 章に農林水産省の組織・体制に関わる事項を整理し、第 3 章に活動内容の詳細を記

載した。なお、契約書上の指示事項と本報告書における対応事項は、表 1-5 に整理した。 

表 1-5 契約書上の指示事項と報告書の構成 
指示事項 実際の活動内容 関連個所 

(1) 国内準備期間     
  1 農薬関連の現状・課題分析 出国に先立ち関連資料のレビューを

実施し、JICA 本部及び専門家と協
議、機材の供与につき方針を検討、
FAMIC の訪問等を行った。 

2.6 参照  
  2 ASEAN 残留農薬基準の適用可能性検討 
  3 現地業務内容整理 
  4 業務内容につき意見交換 
  5 カンボジア渡航に関して書類等準備 
(2) 現地業務期間  現地渡航 9 回実施し、以下業務遂行  

  6 PDM 及び PO に基づき円滑運営管理 第 2 回合同調整委員会（2022 年 7 月
5 日）にて、PDM の改定協議し合意 

2.7.1 参照 

  7 短期専門家の活動に関する計画立案 
上級農薬分析専門家と協議し、農薬
分析専門家の派遣時期、業務内容等
につき計画立案 

 

  8 合同調整委委員会（JCC）参加 現地業務従事期間に 4 回の JCC 開催 2.7.2 参照 

  9 モニタリングシートのドラフト案作成 2021 年 6 月以降に 4 回のモニタリン
グを実施 2.7.3 参照 

  10 重大事項につき、協議・調整 PDM 及び PO の修正等いついて協
議、調整   

  11 NAL のラボ構築に関する調整 

2022 年 8 月より ADB の資金より
「Agricultural Value Chain 
Infrastructure Improvement Project」を
実施し、情報収集・分析・共有  

2.5 参照 

  12 第三国専門家や第三国及び本邦研修につい
ての計画策定・調整 

フィリピン国を第 3 国研修の渡航先
として選定し、2023 年 8 月に実施 2.7.14 参照 

  13 農薬の使用状況及び農薬の流通に関する調
査実施を支援 

カンボジアの野菜栽培における農薬
使用慣行等について議論（Cambodia 
Development Resource Institute (CDRI)
の SIM Sokcheng 氏） 

左記以外は、
「農業バリュ
ーチェーン構
築支援に係る
情報収集・確
認調査」ファ
イナルレポー
ト参照 

  14 既存機材の操作方法等について NAL 技術
者の習熟度確認 

既存機材の操作について各段の問題
ないと判断 

 

  15 農薬の分析基礎や検査器具の取り扱い等の
研修計画立案 

検査器具の取り扱いについて SOP 作
成・計画協議 2.7.9 参照 

  16 中長期的な農薬行政についてフレームワー
ク策定 

Ministerial Strategic Plan for Laboratory 
Upgrading を策定支援。 
但し、大臣交代後、大幅に方向変更 

第 2 章参照 

  17 他専門家の実施する活動のフォローアップ
及びモニタリング 

事業実施期間を通じてフォローアッ
プ及びモニタリングを実施 2.7 参照  

  17.1 残留農薬分析のためのラボの再構築 

Ministerial Strategic Plan for Laboratory 
Upgrading策定。最終的にカンダール
州にゴム総局、森林総局を除く農林
水産省の全ラボを統合する方向 

第 2 章参照 

  17.2 残留農薬を分析する NAL 技術者のために
OJT 実施 

以下組合せにつき残留農薬分析指導 
- トマト-Imidacloprid 
- 青唐辛子-Azoxystrobin  
- マンゴー-Carbofurans  
- 玄米-Tricyclazole   

以下を参照 
2.7.5 
2.7.6 
2.7.7  

  17.3 対象作物と有効成分の組合せの残留農薬分
析手順策定 

  17.4 残留農薬分析の情報交換ワークショップ 残留農薬分析の情報交換ワークショ
ップを 2023 年 10月 11 日に開催 2.7.8 参照 

  17.5 分析機材の運用及び維持管理強化 NAL の農薬残留分析に利用する機材
の標準作業手順書（SOP）作成 2.7.9 参照 

  17.6 農薬販売店への立入検査に関するマニュア DAL 職員中心に、2023 年の第 2 四半 2.7.11 参照 
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指示事項 実際の活動内容 関連個所 
ル改訂 期初めまでにドラフトを完成 

  17.7 DAL が実施する州農業局の検査員向けの
研修を強化 

DAL の大幅な組織改編により、上記
ドラフトは最終化できず、研修の開
催は見送り 

2.7.12 参照 

  17.8 農薬資材店への立入検査および違法農薬収
集の仕組み改善 

販売店の検査を実施する際の DAL と 
PDAFF の役割を再定義 2.7.10 参照 

  17.9 農薬の品質分析制度改善 二つの有効成分の農薬製剤分析の能
力向上を支援 2.7.13 参照 

(3) 国内作業期間  - 現地業務の活動について整理し、

適宜フォローアップのため、C/P 
及び案件関係者へ情報共有 

- 案件に関する関係者からの問い合

わせ等に対し、他専門家と連携し

対応 

- 他専門家と連携し、次の現地業務

に向け準備 

 
2.7.4 参照 

  18 現地業務の活動の整理を行い、情報共有 
  19 国内業務中も対応 

  20 次期現地業務に向け準備 

(4) 帰国後整理期間  
業務完了報告書を作成し、必要に応
じて、内容に関わる質疑応答対応 

   21 活動結果報告書作成 
  22 本部にて帰国報告会実施 
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第 2 章 農林水産省の組織・体制に関わる事項 

2.1 農林水産省の組織を把握することの意義 

業務期間を通じて、適切な農薬管理に関する支援・助言を行うことができるよう、業務実施に平行

して、カンボジア国農林水産省の組織の把握に努めた。本業務実施中にも、組織改編が行われ、DAL

の業務がGDAに移管されたこと、また、カウンターパートであるNALは、将来農林水産省傘下の他の

ラボと統合される等の計画も持ち上がっており、農林水産省の組織を把握することは重要と考えた。

今後も必要に応じて組織改革が行われると予測されるが、本節では、業務期間中に得られた情報を整

理する。 

2.2 農林水産省の組織 

JICA カンボジア事務所より入手した農林水産省の組織図を基に、聞き取りを行った上で、情報を更

新し、省全体の組織図（図 2-1）を作成した。本業務の当初のカウンターパート機関である DAL 及び

NALに加えて、下図では、DALから農薬管理業務を移管される植物保護・衛生植物検疫部1(PPSPSD)及

び同じく肥料管理業務を移管される農業土地資源管理部（Department of Agricultural Land Resources 

Management）も太線で示した。 

 

出典：Agricultural Value Chain Infrastructure Improvement Project コンサルタントチーム 

図 2-1 農林水産省組織図 

本組織図の改定で、JICA カンボジア事務所より入手した農林水産省の組織図に、新たに追加した情

 
1 本報告書では、General Directorate を総局、Department を部と訳した。また、Laboratory は、ラボと訳した。 
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報は、以下の通りである。 

 外郭団体（Public Institute）として王立農業大学、カンボジア農業研究開発研究所（CARDI）、

Prek Leap農業大学及びカンポンチャム農業大学を追加して掲載した。 

 農林水産省傘下のすべての研究室を特定した。これには、水産総局、畜産総局、ゴム総局に所

属する研究室を含む。 

但し、当初 DAL の傘下に、組織図上位置づけの不明確な肥料研究室が所属していたが、2023 年 8 月

組織改編により、NAL の土壌植物栄養研究室に吸収されたため上の組織図には掲載していない。本事

項は、以下の 2.3節にも情報を示した。 

2.3 農業法制部の組織 

2023 年 8 月時点の DAL の組織図を図 2-2 に示した。当初、

DAL 部長の下に、7 名の副部長が置かれ、①業務管理室、②計

画・国際協力室、③法制・普及室、④法務調査室、⑤農業資材

標準課室、⑥農業資材情報管理室の 6 つの室が配置されてい

た。 

これまで肥料及び農薬の登録事務及び流通業者の立入検査

は、⑤農業資材標準課室、⑥農業資材情報管理室が担っていた

が、2023 年の組織改編により、農業資材標準課室及び農業資材

情報管理室は GDA に移管された。図 2-2では、赤線で示した。 

その結果、新しい体制下では、4名の副部長と 4室（①業務管

理室、②計画・国際協力室、③法制・普及室、④法務調査室）

に規模を縮小し、以下業務2を担うこととなり、原則として、法

制面の管理業務に集中することになる。但し、以下の６．に示

すように農林水産省の他部局が実施する立入検査に法執行の立場から参加し、助言する機能は継続維

持の見込みである。 

1. 公的文書の管理・保管 
2. 同省の法律の施行を監視するための運用手順に関するガイドラインの策定・実施及びその他の

技術的・法的支援 
3.  法律及び規制の実施状況監視及び評価メカニズムの開発と実装 
4. 農林水産業に関わる法律及び協定 - 法執行機関の活動に関する報告、当該部門の方針策定 
5.  効果的な評価のため、農業関連法規執行活動に関連する報告書について助言、業務遂行のため

の各種ガイドラインを行政部門に要請 
6. 法執行強化に資するあらゆる活動において、検査及びその実施への参加 
7. 農業分野の法執行官の役割・責任履行の監視と違反の場合の懲戒手続き 
8. 農業分野の民事、行政紛争に関する苦情の受理、分析及び助言。関連部局の要請に基づき紛争

事案の調査及び解決 
9. 法律及び規制の影響評価の方法開発 、 施行される法律・規制の調査、研究、再評価 
10. その他部長の定める職務 

 
2  以下を参考に記載 

Prakas on 2002 and 2 new articles and 4 new articles of Prakas No. 514, PRK, dated 31 August 2017, on the revision of 2 and 4 
articles of Prakas No. 356, PRK, dated 29 October 2002 on the Organization and Functioning of the Office of the Department of 
Agricultural Legislation Amendment to Article 1 of Prakas No. 356, dated October 29 

図 2-2 DAL 組織図 

Department of Agricultural 
Legislation

Information Management, statistics and 
data of Agricultural material Office 

Agricultural Legislation and extension 
office

Agricultural material standard office

Administration and Personnel office

Agricultural Litigation and investigation 
office 

Planning and international corporation 
office 

7 deputy 
directors 

GDAへ移管 
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本業務では、DAL の農薬管理に関わる分掌のうち、農薬流通業者の店舗及び倉庫等の立入検査のガ

イドライン作成を支援したが、これら業務は、PPSPSD に移管された。なお、上記の通り、今後、DAL

は、PPSPSD を含めて農林水産省傘下で行われる立入検査には、法令専門家として参加すると想定され

る。 

DAL では、農薬の他に肥料の登録・立入検査を担っていたが、当該業務は、今回の組織改編により

GDA の農業土地資源管理部に移管された。 

また、これまで組織上、明確に位置付けられていなかったが、肥料の微量元素を分析するラボが

DAL に属しており、今回の組織改編で NAL の土壌植物栄養研究室に統合されたと報告されている。こ

れまで、肥料の主要 3 元素（窒素、リン、カリ）の分析は NAL の土壌植物栄養研究室で行われ、微量

要素が DALで行われるという歪な分業が、今回の組織改編で改善されたと見なすことができる。 

2.4 農業総局傘下の関連部門の組織 

本業務では、農業総局傘

下 の 国 立 農 業 研 究 所

（NAL）をカウンターパー

トとしたが、農薬管理に

は、植物保護・衛生植物検

疫部（PPSPSD）の役割も

重要であり、本節に併せて

組織図を整理した。なお、

各部署の概ねの職員数を把

握できる範囲で、図中の括

弧内に示した。 

NAL には、①農薬分析ラ

ボ、②土壌植物栄養ラボ、

③バイオテクノロジーラボ

の 3 つのラボがあり、本業

務では、農薬分析ラボのみ

を成果 1 のカウンターパー

トとして業務を実施した。 

農薬分析ラボは、これま

で農薬登録に関わり製剤分析を実施していたが、今後は、農薬の残留分析も実施することになる。本

業務の成果は、作物中の残留農薬分析に活用される。 

土壌植物栄養ラボは、肥料の登録に関わる肥料の成分分析に加え、農業土地資源管理部が行う土地

利用計画に際して、採取された土壌サンプルの分析を行い、土壌肥沃度の評価を行うことも重要な業

務の一つである。上記の通り、DALに所属していた分析ラボも、土壌植物栄養ラボと統合される。 

バイオテクノロジーラボは、優良な品種の育成、種子配布を目指して、組織培養を生かして業務を

行っている。 

PPSPSD には、組織図上、上から①検疫対策室、②植物保護調査研究室、③植物保護室、④農産品品

図 2-3 NAL 及び PPSPSD 組織図 
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質安全性改善室が属している。③植物保護室には、農薬の薬効試験実施のため２つの研究圃場を有し

ているようであるが、今回の業務では、それを現場で確認することはできなかった。また、④農産品

品質安全性改善室は、ASEAN GAP の実施・普及を行う部署である。2023年第 3四半期の組織改編で、

PPSPSD の分掌も変更となり組織もそれに合わせる必要があると考えられるが、2023 年 10 月 5 日時点

で、そのような動きは見られない。 

2.5 農林水産省ラボ統合の方向性 

農林水産省では予てから、総局ごとに分散しているラボを１ケ所に統合する方針が検討されており、

本業務期間中に並行して集中的に協議が行われた。ここでは 2023年 9月 27 日の新聞報道に基づき、農

林水産省のラボ統合の方向性を以下に整理する。 

農林水産省では、カンダール州に土地を取得し、新しくラボを建設する計画である。本ラボの建設

の方針は、農林水産省大臣が強力なリーダーシップの下、方針を定め、食品安全性確保及び（家畜）

感染症を抑制するために農産物の検査を行うラボとされる。図 2-1に示した農林水産省の組織図を基に、

2023 年 9 月末時点で対象となると考えられるラボを濃紺色（白抜き文字）で（図 2-4）示した。但し、

これらのラボのみが対象になる場合、以下のラボが対象外となり、効率性改善の課題が残り、今後、

確認が必要である。なお、下記の内容は今後のカンボジア農林水産省の政策検討により変更になる可

能性がある。 

1. NAL の農薬研究部がこれまで行ってきた農薬登録を目的とした製剤分析 

2. NAL の土壌植物栄養研究室とバイオテクノロジー研究室（以下図では、薄い青色で示した。） 

統合対象の可能性のあるラボについて、表 2-1 に整理した。 

 

図 2-4 農林水産省ラボ統合の対象 
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また建設費は 3,000 万ドルと見積もられ、完成は 2026年を予定している。 

これらラボは、高額な分析機材への投資が必要となり、現在のように総局毎にラボが分散している

と、機材投資の重複を避けることができないため、統合により分析機器の利用効率を向上させ、また、

機器分析を担当する職員に協働の機会を提供し、技術力向上の相乗効果を期待できるためである。 

表 2-1 統合対象の可能性のあるラボ 
関連総局 関連部署 ラボ名称 分析対象項目 統合の方針 

農水省事務総局 
- General Secretariat  

of MAFF 

農産工業部 
- Department of 

Agro-Industry 

CamLAPF 
- Cambodia 

Laboratory of 
Agricultural 
Products and Foods 

微生物 
重金属 
農薬 
マイコトキシン 

統合可能性高 

農業総局 
- General Directorate 

of Agriculture 
 

NAL 
- National 

Agricultural 
Laboratory 

Pesticide Laboratory 残留農薬 
農薬製剤 

統合可能性高 
但し、農薬製剤の分
析は確認要 

Soil, Plant Fert. Lab 土壌肥沃度 
肥料成分 

今後、確認要 

Biotechnology Lab. 

種子品質検査、 
植物組織培養、 
生物農薬及び生物
肥料の品質検査 

今後、確認要 

畜産衛生・生産総局 
- General Directorate of 

Animal Health & 
Production 

NAHPRI 
- National Animal 

Health and 
Production 
Research Institute 

-  動物医薬品 

統合可能性高 

水産総局 
- Fisheries  

Administration 

水産養殖部 
- Dept. of 

Aquaculture 
Development 

Fish diseases Lab. ウィルス等の魚病 

統合可能性高 

漁獲後処理部 
- Dept. Fisheries Post 

Harvest Technology 
Food safety Lab. 微生物による汚染

等 

統合可能性高 

2.6 国内準備期間の活動 

本業務に先立って実施された「カンボジア国農業バリューチェーン構築支援に係る情報収集・確認

調査」の報告書に基づき以下を分析検討した。 

1. 農薬関連の現状・課題分析 

農薬関連の現状及び課題について分析した。その結果を表 2-2 に整理した。 

表 2-2 農薬関連の現状・課題分析 
参考資料 本業務への活用・適用 

「四辺形戦略：カンボジアにおける成長、 雇用形戦

略：カンボジアにおける成長、雇用均衡 、そして効

率性」 

- 生産性と作物の多様化を高めるための農林水産省の優先

行動として「植物の保護、品質、農産物の安全性の促

進」を重視。1) 全作物の生産量拡大、2) 農産物輸出量増

加等を目指す。 
農業セクター戦略開発計画  

農薬肥料管理法 

- カウンターパートであるDALは農薬の登録、立入検査の

実施に関わる責務を有すこと、また、NAL は、関係機関

からの依頼に応じて分析を実施することが主な業務であ

ることを再確認。 

2. ASEAN残留農薬基準の適用可能性検討 

予め以下の ASEAN GAP について把握の上、カンボジアで推進されている GAP は、ASEAN GAP を
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踏襲していること現地にて確認した。 
- Good agricultural practices for production of fresh fruit and vegetables in the ASEAN region, Quality 

Assurance Systems for ASEAN Fruit and Vegetables, ASEAN Australia Development Cooperation Program 
Project 

なお、当ガイドラインの適用は、世界銀行が推進する以下プロジェクトにて実施支援され、PPSPSD

の農産品品質安全性改善室（Agricultural Product Quality and Safety Improvement Office）が普及を担って

いる。 
- Cambodia Agricultural Sector Diversification Project 
本プロジェクトは、農業生産の多角化推進を意図した業務内容で、業務のコンポーネントの一つに

GAP 推進が含まれている。なお、その一環として、農薬の分析機材調達も予定されているが、農林水

産省では、ラボの統合移転を優先課題として掲げており、現在、機材調達の活動は保留されている。 

3. 業務内容につき意見交換 

現地業務に先立ち、JICA 本部担当者及びメンバーと機材調達の方針、新型コロナウィルス感染症拡

大期における現地業務実施方針等について以下の通り協議した。 

➢ 分析機材は、ADB 支援のプロジェクト（Agricultural Value Chain Infrastructure Improvement 

Project）にて、GC-MS/MS 等の調達が予定されており、本業務では、調達後、それを利用し

て分析研修を実施 

➢ 但し、ADB 支援のプロジェクトが遅延する可能性も踏まえ、本業務の活動とスケジュールが

合わない場合は、その際、検討・協議 

➢ 以上の前提のもとで、技術力向上のためには、ADB 案件とは重複のない GC-FPD 等の機材調

達を先行して実施して、分析指導を行うことの意義はあると認識 

➢ 新型コロナウィルス感染症の先行きは読めず、様子を見ながらの判断となるが、現地入り後、

ホテル等での隔離を経て、業務を進める方針 

4. 現地業務内容整理の上、業務内容につき意見交換 

現地業務内容整理の上、研修実施方針等について JICA 本部職員と意見交換を行った。 

5. カンボジア渡航に関して書類等準備 

カンボジア渡航に際し、特に新型コロナウィルス感染症拡大期における入国に関わる書類等を作成

した。 

2.7 現地業務期間  

2.7.1 PDM の変遷 

プロジェクトの PDM は、本プロジェクトの詳細計画策定調査時に作成され、当該調査の討議議事録

（2019 年 9 月 23 日署名）に添付されている。当初の PDM は、本報告書の添付資料１に添付した。 

その後、現地業務開始後、カウンターパートと共に、当初の PDM には、論理構成、政策との整合性

等の観点で改善の余地があることを確認の上、プロジェクトの活動及び基本構成に関しては、根本的

な変更はせず、論理構成等に絞って見直しを行った。改定時に行った検討事項は、表 2-3 に整理した。
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また、改定後の PDMは、添付資料 2に示した。改定 PDMは、第 2回合同調整委員会 (JCC) 会議（2022 

年 7 月 5 日）にて協議し、合意した。 

表 2-3 プロジェクト設計マトリックスレビューの概要 
# 分野 修正前 修正後 背景／理由 

1 上位目標 残留農薬研究所は新
しい残留農薬分析法
を自ら検証すること
ができ、得られた能
力は農薬規制システ
ムに統合される。 

農林水産省による適正農
薬管理のために強化され
た能力が一貫して効果的
に活用される。 

農薬の適正使用の促進は、農薬管理における
共通の目標と判断。本プロジェクトの２つの
視点を考慮 
- 登録農薬の流通改善促進 
- 農薬使用改善のための政策立案に資す

る残留農薬に関する基礎情報を提供 
プロジェクトの上記 2 点は、農薬の適正使用
を促進するための重要な構成要素。能力開発
は、農薬使用状況を改善するための農林水産
省の政策に利用されると想定。また、当初の
PDM の記述は、プロジェクトの目的を言い
換えと判断 

2 上位目標
に関する
指標 

オリジナルの PDMバ
ージョン 0 では、指
標は記載なし 

1. 農作物と農薬の有効
成分の組み合わせに
ついて残留農薬分析
法を検証する。 

農作物中の残留農薬のデ
ータは、農薬散布基準や
ガイドラインなど、農薬
の適正使用の改善に利用
される。 

プロジェクト全体の設計を考慮し、指標を追
加・合意 
データベース開発に関連する以下指標は、一
度特定されたが、最新版では削除(上記#13、
#14、#15、#16 を参照）。 
- 農薬データベースが、適切な農薬管理

を改善するための活動に利用される。 
農家は、農薬の適正使用・管理のための情報
ルートをより多く持つようになる。 

3 上位目標
達成のた
めの外部
条件 

オリジナルの PDMバ
ージョン 0 では、前
提条件は記載なし 

農薬規制制度における
NAL/DAL の任務は大き
く変わらない。 
以下のドナー資金による
プロジェクトは、概ね現
行の設計を変更すること
なく実施されている。  
1. カンボジア農業セ

クター多様化プロ
ジェクト（WB） 

2. 農業バリューチェ
ーン競争力・安全
性強化プロジェク
ト（ADB） 

JICAのプロジェクト運営に関連する 2つのド
ナー支援プロジェクトが、上位目標達成に影
響を与える可能性のある要因として特定 

4 プロジェ
クト目標 

残留農薬ラボの基礎
的能力を向上させ、
適切な農薬管理を強
化する。 

農薬規制要件の遵守を
強化する能力を強化。 

プロジェクト成果（#7、#13 参照）につい
て、上位目標（#1 参照）の議論との関連
で、プロジェクト目標の表現を工夫し、ま
た、以下も考慮 
1. 「残留農薬分析の能力開発」は目標を

達成するための手段であり、目標その
ものと捉えるべきではない。 

2. プロジェクト目標は、2つの独立したス
テートメントではなく、1つのステート
メントで表現されることが望ましい。 

5 プロジェ
クト目的
に関する
指標 

オリジナルの PDMバ
ージョン 0 では指標
は未記載 

1. NAL は、特定の作
物と有効成分の組
合せについて残留
農薬の情報を提供
できる。 

成果と目的を考慮し、指標を検討・特定し 
上記のとおり（#13 から#16 参照）、農薬登
録データベースの開発に関する活動は最終的
に削除。それに伴い、以下の指標を削除 

- 農薬/肥料の登録管理の効率が改善
される。 2. 地方担当官は農薬

の立入検査に関す
るより良い情報を
得る。 

6 プロジェ
クトの目
標を達成
するため
の外部条
件 

外部条件は未記載  農薬管理に関して、以下
のドナー資金によるプロ
ジェクトが協調して実施
されている。 
- カンボジア・オース
トラリア農業バリュ
ーチェーン・プログ
ラム（CAVAC) 

プロジェクトの準備段階では、CAVAC は特
定されていなかった。 
CAVAC は、農薬ラベルの改善に関わり DAL
を支援 
農薬使用に関する正しい情報にアクセスでき
るようにすることは、プロジェクト目標を達
成するための重要なステップと判断 

7 成果 1 農作物の残留農薬分
析が可能であ
る。 

農作物の残留農薬分析が
可能である。 

変更せず。ただし、以下の点を再確認  
-  NAL は農薬の品質評価を行い、主に農

薬登録プロセスや立入検査において
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# 分野 修正前 修正後 背景／理由 
DAL を支援 

農作物中の残留農薬のモニタリングも、農薬
管理における農林水産省の枠組みの中で
NAL の重要な任務 

8 成果 1 の
活動 

1-4. 特定の作物と有
効成分の組み合
わせにおける残
留農薬分析手順
の開発 

1-4. 農作物における有
効成分の特定の組
み合わせにおける
残留農薬分析手順
の開発 

残留農薬分析研修の範囲について議論し、共
通の見解を構築するために文書を明確化し
た。この活動は、指標 1.2.1.(#12 参照)と合わ
せて解釈し、広く作物に利用される 4 種類以
上の有効成分に焦点を当てる。 

9 成果 1 の
活動 

 1.7  残留農薬分析に関
する海外研修／視
察旅行 

PDM では日本側のインプットとして位置づ
けられていた。しかし、このコンポーネント
を活動として統合し、成果 1 を生み出すこと
が提案された。活動として再掲する意図は、
職員の受動的な海外研修への参加を避けるた
めであると理解された。 

10 成果 1 の
指標3  

1-1-1 カウンターパー
トの XX％が残
留農薬分析のた
めの分析化学の
基礎知識を習得 

1-1-1 カウンターパート
の 80％が残留農薬
分析のための分析
化学の基礎知識を
習得 

80%という数値目標はNALが提案したもので
ある。NALは、野心的ではあるが、80％とい
う数値を維持する強い意志を持っていること
が確認された。 

11 成果 1 の
指標 

1-1-2 カウンターパー
トの XX％が分
析機器の基礎理
論を習得 

1-1-2 カウンターパート
の 80％が分析機器
の基礎理論を習得 

80%という数値目標はNALが提案したもので
ある。NALは、野心的ではあるが、80％とい
う数値を維持する強い意志を持っていること
が確認された。 

12 成果 1 の
指標 

1-2-1 作物と有効成分
の 4 つの組み合
わせに対する分
析法が検証され
ている。 

1-2-1 農作物における有
効成分の組み合わ
せの分析法が検証
される 

有効成分の数値目標を 4 種類に限定すべきで
はないとの考えから、この数値は削除され
た。ただし、有効成分の数値目標を 4 種類と
することは、プロジェクトで追求すべき最低
限の目標であることに変わりはないと理解。
また、活動に関する議論（1.参照）と整合性
を図るため、表現を変更した。 

13 成果 2 の
活動 

2.1. 農薬立入検査の
現行マニュアル
とガイドライン
の見直しと改訂 

2-1 マニュアルやガイド
ラインの情報管理と
普及のための設計手
法 

活動範囲の見直しに伴い、 
1) 農薬・肥料法および農薬・肥料検査手順

に関する Prakas に準拠した現場検査マ
ニュアルを作成 

2) PDAFF の農薬検査官を対象とした普及
ワークショップを全国で開催 

NALによる農薬サンプルの収集と品質評価活
動は、成果を生み出すための重要な活動であ
ることに変わりはない。ただし、農薬の物性
評価については、指標 2-3.の議論と統合した
（#18 参照）。一方、化学分析の数値目標
は、この変更に伴う作業量の増加に対応する
ため、適宜調整された。 
以上の議論に基づき、活動内容を共同で見直
し、改訂版の 2-1～2-4 で示された意図する成
果を生み出すための一連のステップに分解し
た。 
- 議論の過程で、農薬登録に関するデータ

ベースの開発が議論され、提案された。
しかし、現時点ではそのようなツールの
開発に踏み切るのは時期尚早と判断され
た。その主な理由は以下の通り。  
1. プロジェクトの枠組みを立入検査に

重点を置くように設計 
2. データベースに係る技術習得に長い

時間枠が必要 
3. 州レベルでは情報インフラが整備さ

れていないため、こうした情報への
頻繁なアクセスや迅速なアクセスが
できないこと。 

データベースに関する活動の削除に合意した
ため、該当する指標は削除。 

14 成果 2 の
活動 

2-2 DAL 、 PDAFF
検査官を対象に
研修を実施 

2-1. 農薬小売業者に対
する関連規制・指
導の適切な実施の
ため、合同立入検
査を実施し、品質
に疑念のある農薬
を回収する。 

15 成果 2 の
活動 

2-3 農薬小売業者の
関連規制／ガイ
ダンスを適切に
実施するため、
立入検査を実施
し、疑わしい農
薬を回収する。 

2-2. NAL による分析
（有効成分と物理
性 ） を 通 じ て 、
DAL がパイロット
サイトで採取した
農薬の品質を確認 

16 成果 2 の
活動 

2-4 NALによる製剤
分析を通じて、
DALがパイロッ
トサイトで採取
した農薬の品質
を確認する。 

2-3. NAL による農薬製
剤の新規２つの有
効成分のバリデー
ション法の実施 

17 成果 2 薬小売業者の立入検
査と農薬品質モニタ
リングの能力向上 

農薬規制の遵守と執行
の能力強化 

DALは、肥料・農薬法やその他の関連法令、
ガイドラインに対する遵守状況を評価するこ
とで、農薬取扱業者の業務を監督。 
農薬販売業者の立入検査は、最終的に規制遵
守と執行を強化するための手段である。本プ
ロジェクトは検査のためのガイドラインを作
成し、PDAF に普及させる。 

 
3 プロジェクト・デザイン・マトリックスにおける客観的に検証可能な指標を、本稿では Indicator と呼ぶ。 
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# 分野 修正前 修正後 背景／理由 

18 成果 2 の
指標 

2-3.  NALが技術的な
問題で分析でき
なかった 5 つの
有効成分につい
て、製剤分析法
を検証 

 

2-3.  NAL が技術的な問
題で分析できなか
った 2 つの有効成
分について、製剤
分析法を検証 

農薬管理において、農薬製剤の物性評価が見
落とされていると判断。そこで、化学分析に
加えて農薬製剤の物理的特性を評価する活動
を統合することを提案・合意。一方、有効成
分 5 種類という数値目標は、時間・人員の制
約を考慮し、再検討。 
以下の指標は、PDM の最新版では削除。
(#13,#14,1#5,#16 を参照）。 
2-4. 農薬と肥料の登録に関する電子記録の

アーカイブのプロトタイプが開発さ
れ、情報へのアクセスが向上 

19 成果 2 の
指標 

2-2. パイロットサイト
では、作成した
マニュアルに従
って XX％の現
場検査が実施さ
れた。 

 

2-2. 州の検査官の 60％
が、作成されたマ
ニュアルを理解し
ている。 

60％という数値目標は、DAL と JICA チーム
の間で議論・合意。以下の順で効果発揮と想
定 

1. 普及ワークショップの開催 
2. 参加者の理解 
3. ガイドライン・マニュアルの日常的

な検査活動への適用 

通常、成果の達成状況評価は、普及ワークシ
ョップ直後に実施され、上記の 2 つ目から 3
つ目に至るまでの時間は長いと判断され、以
前の指標を用いた評価は不可能であるため 

20 プロジェ
クト期間 

2020 年 6 月～2022 年
6 月（予定） 

2020年 11月～2023 年 11
月 

- COVID-19 の影響に対処するため、プロジ
ェクト期間を 1 年間延長  

21 パイロッ
トサイト 

検討対象 プノンペン、タイやベト
ナムとの国境の地方、ト
ンレサップに近い地方。 

- パイロットサイトは、DALの重点活動分野
を考慮して提案 

2.7.2  合同調整委員会の開催 

プロジェクトの合同調整委員会（JCC）は、2020年第 4 四半期のプロジェクト開始以来、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けカンボジア国にて活動を行うことができず、第 1回 JCC 会議は 2022年 2

月 23 日に開催した。第 2回 JCC会議にて、プロジェクト期間の延長と機材の追加調達を協議し公式に

認められた。その後、プロジェクトの進捗に影響を及ぼす重要事項が予見されなかったため、第 3回

JCC 会議を機材調達が完了した 2023年 4月に開催した。最後の JCC は 2023年 10 月 20日に開催した。 

表 2-4 合同調整委員会の概要 
JCC 日時・場所 主要議題 

1 2022 年 2 月 23 日 

1. 当初、ADB のローン案件 Agricultural Value Chain Competitiveness and Safety 
Enhancement Project（以下 ACSEP）で供与予定の分析機器を利用して本業務

にて能力開発を実施する計画であったが、当該 ADB 案件の機材調達は大幅

に遅延の見込みであり、本業務における対応を協議 
2. 新型コロナウィルス感染症の影響による業務の遅れに対し、農林水産省は、

業務実施期間の延長の必要性を提言 
3. JICA側も期間延長の必要性を認め、次期 JCC にて協議を原則合意 

2 2022 年 7 月 5 日  

1. 上記第 1 回 JCC を受け、業務期間 1 年延長の原則合意を確認 
2. ADB案件の機材調達の遅延に対し、農林水産省より、分析機器（ガスクロマ

トグラフ）を新規に調達し、既存 LC-MS を修理して対応することの提案・

要請あり。 
3. DAL 側の支援（成果２）に関し、農薬流通業者の立入検査マニュアル策定に

ついて明言 
4. ACSEPの融資実行の条件の一つであるラボの戦略投資計画の早期策定を進言 

3 2023 年 4 月 11 日 

1. 前回 JCC にて要請したガスクロマトグラフの据付完了を受け、農林水産省か

ら追加で以下要請あり。 
(ア)  ISO 17025 取得支援 
(イ) 試薬購入支援 
(ウ) 多成分同時分析の指導 

2. 上記に関連し、第 2 フェース実施の依頼あり。 
3. フィリピンでの第 3 国研修の実施時期を、７月の総選挙後と提案 
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JCC 日時・場所 主要議題 

4 2023 年 10 月 20 日 
1. NAL を対象としたプロイジェクト成果１は成功裏に実施 

2. DAL の組織改編により成果２は未達成 

3. 今後、JICA カンボジア事務所が必要に応じてモニタリングを実施 

各 JCCの議事録は、添付資料 3 に示した。 

2.7.3 モニタリングの実施 

業務従事期間に 4回のモニタリングを実施した。以下に概要を示す。モニタリングシートは、添付資

料 4に添付した。 

表 2-5 モニタリングの実施 
モニタリング 時期 主な課題 

第 1 回 2021 年 6 月 
1. 既存の LC-MS 修理の要請 
2. 新型コロナウィルス感染症の影響で 3 ヶ月程度の遅れ見込み 
3. 上記２の課題に対し、2021 年 7 月からオンラインでの研修計画策定 

第 2 回 2022 年 1 月 1. 新型コロナウィルス感染症の影響による業務の遅れに対し、業務実施期間の延

長を検討開始 

第 3 回 2022 年 6 月 

1. 当初、ADB のローン案件 ACSEP で供与予定の分析機材を利用して能力開発を

実施する計画であったが、ADB 案件の実施が遅れ、JICA 側で研修に必要にな

る分析機材の調達を決定 
2. 1 年の事業実施期間延長を決定 

第 4 回 2023 年 1 月 

1. 上記の新規調達機は、検出器として 63Ni の密封線源を利用した検出器の輸入

手続きのため調達に時間を要し、据え付け完了は 2023 年 4月完了の見込み 
2. UNIDOによる CAPFISH-Capture: Post-Harvest Fisheries Development の支援で、

NAL は広範な SOP 作成着手 

2.7.4 オンラインでの研修計画立案実施 

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、現地渡航が困難であったため、業務開始当初は、オンラ

インで研修を開催した。2021年 3月からの 3ヶ月の間は、北村専門家の他案件参画のタイミングと歩調

を合わせて、オンライン研修形態等についての複数案の検討を行い、同年 6月からオンラインで研修を

開始した。セミナーの概要は、表 2-6 に示した。 

表 2-6 オンラインセミナーの概要 
対象 ID 題名 担当者 目的 内容/概要 

NAL 
& 

DAL 

  
Veasna
/坂本 

セミナー/トレーニング環境を

整備 
インターネット環境とミーティングツール

(Zoom)立ち上げ。 

0 
入門セミナ

ー 
村松 

トレーニングへの参加準備を

支援 

1. トレーニング概要 
2. オンライン・トレーニングのルール規程 
3. 通訳、マイク、その他のロジスティクス  

NAL 

N0 

農薬入門

（現代農業

と農薬） 

北村 歴史的視点からカンボジアの

相対的な位置を考慮の上で、

残留農薬分析における NAL の

役割について説明できるよう

になる。 

NAL/DAL の合同セッション。 NAL と DAL 
の関係役員が参加 
1. 近代農業の歴史と農薬の役割  
2. 農薬産業の歴史と農薬規制 

N1.  

農薬管理に

おける政府

の役割 

北村 歴史的視点からカンボジアの

相対的な位置を考慮して、残

留農薬分析における NAL の役

割について説明できるように

なる。 

1. ASEAN 地域における農薬の使用と管理

の概要 
2. 日本を中心とした諸外国における農薬管

理の事例共有 
3. カンボジアの現状と課題の洗い出し 

N2.  
残留農薬分

析 I-1.  
北村 ①製剤分析、②QuEChERS 法

及び③ JICAプロジェクトが支

1. 処方分析の基本操作・理論の再確認 
2. 残留農薬分析の基本操作・理論の概説 
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対象 ID 題名 担当者 目的 内容/概要 
援する残留農薬分析の違いを

説明でき、特に、 QuEChERS
法に加えて溶媒抽出精製プロ

セスを用いた残留農薬分析を

行う理由を説明できるように

なる。 

3. QuEChERS 法の操作と理論 
4. 配合分析と残留分析の違いについて説明 

N3.  
統計の基礎 村松 検出基準と判定基準に関する

基本的な概念を理解すること

ができるようになる。 

1. 正規分布の復習 
2. 検出基準と定量基準の復習 
3.  I 型、II 型過誤などの基本概念の確認 

N4 

レビューセ

ッション 
北村/ 
村松 

第 1 シリーズの主要な問題を

検討し議論する。 
1. 講義 1 で議論された問題解決に、政府

のラボがどのように関与できるかを議

論する。 
2. プロジェクトで達成すべき目標を説明

し、議論する。 
3. オンラインセッションを復習 

NAL 

N5 

残留農薬分

析 I-2. 1.  
北村 サンプリングから溶媒抽出ま

での手順を中心に、残留農薬

分析の基本的な手順を理解

し、溶媒の性質や極性に関す

る知識を用いて抽出方法の妥

当性を評価できるようにな

る。 

1. コーデックスガイドライン等で定められ

ているサンプリング方法 
2. 残留分析における基本的な手順（サンプ

リング、ホモジナイズ、サブサンプリン

グ、抽出、濃縮、クリーンアップ）の具

体的な説明 
3. 抽出の各種操作手順 
4. 溶媒の極性に関する基本事項を確認し、

抽出における理論を理解  

N6 

ラボ管理 1.  村松 分析結果の妥当性を確保する

ためのラボ管理に関する基礎

知識を習得する。 

1. 残留分析に使用する試薬のグレード 
2. 試薬サンプルの適切な保管 
3. 試薬サンプルの廃棄 
4. ラボの安全管理 

N7 

違法農薬と

その問題点 
北村 他国の違法農薬の事例を知

り、カンボジアにおける違法

農薬使用規制の対策を立案

し、議論することができるよ

うになる。 また、このような

政府の取組における NAL の役

割について検討する。 

1. アジア、アフリカ、ヨーロッパ、南米な

どにおける違法農薬の取引と使用の事例

を紹介 
2. 違法農薬の取引・使用の問題点と国際機

関の取り組みを紹介 
3. 日本での事例を紹介 
4. カンボジアの現状と課題について議論 

N8 

残留農薬分

析 I-3.  
北村 残留分析における①濃縮、②

クリーンアップ/精製のプロセ

スに関する基礎知識を習得す

る。 

宿題についてのディスカッションとプレゼン

テーション  
1. 残留分析の基本操作手順を確認 
2. 濃縮とクリーンアップの操作手順を発表 
3. 濃縮とクリーンアップの理論を発表 

N9 

残留農薬分

析 I-4 &配合

分析 

北村 参加者は、農薬の製剤分析お

よび残留分析における機器/装
置の使用に関する基本的な知

識を習得する。 

宿題についてのディスカッションとプレゼン

テーション  
1. 残留農薬分析に使用する分析機器 
2. 製剤分析に使用する分析機器 
3. 品質管理に重要な農薬製剤の物理化学的

特性の測定方法を提示し議論 

N10 

ラボ管理 2.  村松 分析結果の妥当性を確保する

ための適切な分析操作に関す

る基礎知識を習得する。 

主に以下の問題について議論 
1. 記録管理の必要性と手順 
2. SOP の作成 
3. 技能試験の内容 

N11 
基本統計 村松 参加者は、検出基準と定量基

準の根拠を理解する。 
1. 検出基準と定量基準の定義 
2. 検出基準と定量基準の理論的説明 
3. ケーススタディ 

  N12 基本統計 村松 較正の問題点等紹介する。 - 較正の基本 

DAL D0. 

農薬入門

（現代農業

と農薬） 

北村 残留農薬分析における NAL の

役割について、歴史的視点か

らカンボジアの相対的位置を

考慮しながら説明できるよう

になる。 

NAL/DAL の合同セッション 
 NAL と DAL の関連職員が参加 
1. 現代農業の簡単な歴史と農薬の役割 
2. 農薬産業と農薬規制の歴史 
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対象 ID 題名 担当者 目的 内容/概要 

D1.  

農薬管理に

おける政府

の役割 

北村 参加者は、カンボジアの歴史

的視点から相対的な位置を考

慮した残留農薬分析における

DAL の役割について説明でき

るようになる。 

1. ASEAN 地域における農薬の使用と管理

の概要 
2. 日本を中心とした諸外国における農薬管

理の事例共有 
3. カンボジアの現状と主な課題の洗い出し 
4. 特定された問題の解決に規制当局がどの

ように関与すべきかについて議論 

D2.  

違法農薬と

その問題点 
北村 他国における違法農薬の事例

を知り、カンボジアにおける

違法農薬使用を規制するため

の対策を立案し、議論する。 
また、政府の取り組みにおけ

る DAL の役割についても検討

する。 

1. アジア、アフリカ、ヨーロッパ、南米な

どにおける違法農薬の取引と使用の事例

を紹介 
2. 違法農薬の取引・使用の問題点と国際機

関の取り組みを紹介 
3. 日本での事例を紹介 
4. カンボジアの現状と課題について議論 
5. プロジェクトの活動について議論 

D3.  

レビューセ

ッション 
北村/ 
村松 

今までのセッションにおける

主な問題を振り返り、議論す

る。 

1. カンボジアにおける農薬販売業者の現在

のライセンス制度 
2. 活動スケジュール 
3. D1.と D2.のレビューディスカッション 

D4 

小売業許可

制度と立入

検査の改善Ⅰ 

北村/ 
村松 

参加者は、小売業許可制度や

立入検査の問題点について情

報を交換し、共通の見解を得

る。 

- 小売ライセンス制度の改善について電子メ

ールで議論 

D5 
小売業許可

制度と立入

検査の改善 II 

北村/ 
村松 

以上の問題点を解決するため

の対策を議論する。 
- 電子メールによる農薬小売業者の立入検査

の方法について議論 

2.7.5 現地における活動の実施支援 

カンボジア国において他専門家が実施する活動の実施支援を行った。なお、現地における業務では、

技術面全体を統括する北村専門家に加え、3 名の短期専門家が活動を主導した。 

表 2-7 に各専門家の氏名と主な活動内容を示す。なお、表に示した活動内容のうち対象農薬と作物に

ついては、以下の 2.7.6 に整理した。 

表 2-7 農薬分析専門家と担当業務 
専門家 主な活動内容 

1 北村恭朗 青唐辛子中の残留 Azoxystrobin 分析及び製剤分析等 
2 篠田隆祥 トマト中の残留 Imidacloprid 分析 
3 Julio Salvador C. Valeza マンゴー中の Carbofurans 分析 
4 大島雄 玄米中の Tricyclazole 分析 

2.7.6 対象作物と有効成分の組合せの残留農薬分析手順策定 

対象作物と有効成分の組合せは、カウンターパートと協議の上で、以下 4 つを選定（表 2-8）した。

また、各組合せの分析手順を表 2-9に整理した。 

表 2-8 対象作物と有効成分の組合せ 
組合 作物 有効成分 

1 トマト Imidacloprid (殺虫剤) 
2 青唐辛子 Azoxystrobin (殺菌剤) 
3 マンゴー Carbofurans (殺虫剤) 
4 玄米 Tricyclazole (殺菌剤) 

出典: 第 1 回 JCC会議資料 
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表 2-9 残留農薬分析手順策定 
組合 組合せ 分析手順 

1 Imidacloprid (トマト) 

✓ アセトニトリルで抽出、珪藻土上に添加し、ヘキサン及びエ
チルアセテートで溶出させ夾雑物を除去の後、シリカゲルカ
ラムとフロリジルカラムでクリーンアップ操作 

✓ 紫外線検出器付き HPLC で定量 

2 Azoxystrobin (青唐辛子) 

✓ アセトンに溶解させアンモニウムクロライドとリン酸で凝集
させ不純物を除去、ガラス繊維ろ過の後にC-18カートリッジ
カラムとフロリジルカラムでクリーンアップ 

✓ 紫外線検出器付き HPLC で定量 

3 Carbofurans (マンゴー) 

✓ アセトニトリルで抽出、C-18 カートリッジカラムとフロリジ
ルカラムでクリーンアップ 

✓ アルカリ熱イオン化検出器（FTD）付ガスクロマトグラフで
定量 

4 Tricyclazole (玄米) 

✓ サポート型液体抽出法で抽出後、シリカゲルミニカラムでク
リーンアップ 

✓ アルカリ熱イオン化検出器（FTD）付ガスクロマトグラフで
定量 

5 QuEChERS method  

✓ サンプルの均一化処理の後、QuEChERS キットを利用して抽
出・精製 

✓ アルカリ熱イオン化検出器（FTD）付ガスクロマトグラフで
定量 

2.7.7 残留農薬を分析する NAL 技術者のために OJT 実施 

各専門家が、残留農薬の分析の実施にあたり、円滑に作業が進むよう必要な支援をおこなった。 

2.7.8 残留農薬分析の情報交換ワークショップ 

残留農薬分析の情報交換ワークショップを 2023 年 10 月 11 日に開催した。当初は、農林水産省に属

する他の食品分析ラボを対象と想定していたが、カウンターパートと協議の上、事業成果を早期に政

策へ反映することができるようにすること、また、継続的な技術向上が実現できるよう本ワークショ

ップの目的を以下の通りとした。 

- 残留農薬分析に焦点を当てたプロジェクト情報を GDA 内の関連利害関係者に広め、残留農薬に

関する NAL の分析サービスが他の部門で可能な限り早い時期に政策策定と介入に利用されるよ

うにする。 

本協議に基づき参集範囲を、主に農業総局の関連部署職員と大学関係者とした。 

プロジェクトのカウンターパートから以下 4題についてプレゼンテーションを行った。ワークショッ

プ参加者は表 2-10の通り。 

1. トマト中の Imidaclopridの残留分析 

2. グリーンチリペッパー中の Azoxystrobin の残留分析 

3. マンゴー中の Carbofuranの残留分析 

4. 玄米中の Tricyclazoleの残留分析 

表 2-10 技術ワークショップ参加者 
No 氏名 役職 所属 
1 Sameang Keomonine Deputy Director General General Directorate of Agriculture 
2 Kang Sareth Chief Office General Directorate of Agriculture 
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No 氏名 役職 所属 
3 Chy Tann Officer General Directorate of Agriculture 
4 Choem Channa Officer General Directorate of Agriculture 
5 Chhim Vannara Officer General Directorate of Agriculture 
6 Phiv Chintheng Deputy Director National Agricultural Laboratory 
7 Lorn Socheata Chief of Office National Agricultural Laboratory 
8 Neau Chanmonny Vice-Chief of Office National Agricultural Laboratory 
9 Thao Seakly Vice-Chief of Office National Agricultural Laboratory 

10 Keo Sotheary Vice-Chief of Office National Agricultural Laboratory 
11 Khoun Kanha Officer National Agricultural Laboratory 
12 Nguon Nirdey Officer National Agricultural Laboratory 
13 Yout Chakriya Officer National Agricultural Laboratory 
14 Leang Sina Officer National Agricultural Laboratory 
15 Pen Vuthy Director Department of Agricultural Legislation 
16 Lim Bolin Deputy Director Department of Agricultural Legislation 
17 Thong Soklim Vice-Chief of Office Department of Agricultural Legislation 
18 Vinin Marineth Vice-Chief of Office Department of Agricultural Legislation 
19 Srun Sopheak Officer Department of Agricultural Legislation 
20 Horng Kimchhay Officer Department of Agricultural Legislation 
21 Em Pisey Officer Department of Agricultural Legislation 
22 Meng Socheat Officer Plant Protection, Sanitary and Phyto Sanitary Department 
23 Chou Sovichea Deputy Director Plant Protection, Sanitary and Phyto Sanitary Department 
24 Heng Chhunhy Deputy Director Plant Protection, Sanitary and Phyto Sanitary Department 
25 Pen Monyvoth Vice-Chief of Office Plant Protection, Sanitary and Phyto Sanitary Department 
26 Hong Chanvibol Vice-Chief of Office Plant Protection, Sanitary and Phyto Sanitary Department 
27 No Sophearoth Vice-Chief of Office Plant Protection, Sanitary and Phyto Sanitary Department 
28 Chou Sophal Deputy Director Department of Horticulture and Subsidiary Crops 
29 Kong Kea Director Department of Rice Crop 
30 Lun Vanny Deputy Director  Department of International Cooperation 

31 Chem Mouylin Lecturer Faculty of Agro-industry, Royal University of 
Agriculture 

32 Ek Pichmony Lecturer/Researcher Institute of Technology of Cambodia 
33 Choub Vireak Researcher Royal University of Agriculture 
34 Torng Socheat Deputy Director Royal University of Agriculture 
35 Soum Veasna Lecturer Royal University of Phnom Penh 
36 Sao Vibol Lecturer Royal University of Phnom Penh 
37 Hong Phoma Assistant JICA/PPRAP 
38 Sakamoto Chizu Project Coordinator JICA/PPRAP 
39 Ohshima Yu Expert JICA/PPRAP 
40 Yasuhiko Muramatsu Chief Advisor JICA/PPRAP 
41 Yasuo Kitamura Expert JICA/PPRAP 
42 Toyama Haruko Senior PO JICA Cambodia 
43 Chan Sokunthea Program Officer JICA Cambodia 
44 York Panha Interpreter First Class 

2.7.9 分析機材の運用及び維持管理強化 

NAL における農薬の残留分析に利用する機材の維持管理が適切に行われるよう標準作業手順書

（SOP）を作成した。それらを表 2-11に整理した。 

表 2-11 NAL の分析機器の標準作業手順書 
No 機器名称 Description 

1 遠心分離機 - 操作モード（使用説明書、検証手順）および装置の維持管理を含む
遠心分離機の操作手順 

2 ロータリーエバポレーター - ロータリーエバポレーターの操作手順（操作モード（使用説明書、
検証手順）および機器の維持管理を含む） 

3 シェーカー - 動作モード（使用説明書、検証手順）および装置のメンテナンスを
含むシェーカーの操作手順 

4 化学天秤(Sartorius) - 天びんザルトイウスの操作手順（操作モード（使用説明書、検証手
順）および機器のメンテナンスを含む） 

5 化学天秤 
(Balance XB42000C) 

- 天びん XB42000C の操作手順 (操作モード (使用説明書、検証手順) 
および機器のメンテナンスを含む) 

6 LC/MS - -LC/MS のシステム全体の電源管理 
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No 機器名称 Description 
- 単回注入の方法 
- 連続注入の方法 
- 日常的維持管理 

7 GC/ECD/FTD/FPD 

- GC/ECD/FTD/FPD のシステム全体の電源管理 
- 単回注入の方法 
- 連続注入の方法 
- FPD 検出器のフィルターの交換方法 
- 検出器の切り替え手順 
- ガラスインサートの交換方法 
- 日常のメンテナンス 

2.7.10 農薬資材店への立入検査および違法農薬収集の仕組み改善 

販売店の検査を実施する際の DAL と PDAFF の役割を定義し、PDAFFに対しては、州政府から活動

実施のための予算を獲得することを求める方針とした。これにより DAL への業務集中を避け、効率的

な立入検査実施を実現することが可能となる。本方針は、以下に述べる立入検査に関するマニュアル

に反映した。 

2.7.11 農薬販売店への立入検査に関するマニュアル改訂 

農薬販売店の現場検査マニュアルは、DAL の職員が中心になって、2023 年の第 2 四半期初めまでに

ドラフトを完成した。 

マニュアルの内容について、JICA チームと協議し、一部修正を経て、2023 年 4 月末までに、地方事

務所に配布できるほどに内容は十分と判断された。 そのため DAL と JICA チームは以下を計画した。 

1. 2023年 6 月上旬までにマニュアルを正式承認 

2. 2023年 6 月中旬までに普及ワークショップに使用するマニュアル（200部）を製本 

3. 2023年 8 月 8日、15日、22 日：全国 3 拠点で普及ワークショップを開催 

但し、2023 年総選挙後の 8 月に DAL の組織改編が明らかになり、9 月には、農薬の登録及び立ち入

り調査などの業務は、GDA の PPAPSD に移管されることとなった。 

2.7.12 DAL が実施する州農業局の検査員向けの研修を強化 

上記の通り、立入検査マニュアルは、業務期間中に完成せず、研修の開催は見送ることを決定した。 

2.7.13 農薬の品質分析制度改善 

DAL が収集した農薬及び生産者の要望により農業総局（以下「GDA」）が取集した農薬の品質分析制

度を改善する。プロジェクト活動として二つの有効成分の農薬製剤分析の能力向上を支援した。 

①グリホサートを含む製剤分析 

現状、NALはグリホサートを HPLCで検出することはできるが、HPLCでの分離条件が最適化されて

おらず測定精度に問題を抱えていた。そこで、グリホサートが水溶液中で両性イオン（pH により異な

るイオン種として存在すること）となることから、分離カラムに陰イオン交換カラムを使用し、リン

酸緩衝液の濃度、pH、有機溶媒量を変えて最適な分離条件を検討した。その結果、良好なピークが得
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られる条件を確立することができた。 

②エスフェンバレレートを含む製剤分析 

エスフェンバレレートは、合成ピレスロイド殺虫剤であるフェンバレレートを構成している４つの

異性体のうち SS 体と言われる特定の鏡像異性体のことである。有効成分フェンバレレートは 4 つの異

性体の混合物（ラセミ体）であるが、その中の SS 体と言われる異性体が殺虫活性の主成分であること

が判明した。製造技術が向上し SS 体のみの製造ができるようにった。その結果、SS体の新規化合物と

して特許が認められ、フェンバレレートとは別の有効成分として農薬登録されている。この技術はキ

ラルスイッチとして知られ、医薬品や農薬の開発で応用されている。鏡像異性体は通常の手法では分

離が困難であり、NAL では今まで取り組んだことがなかった。そのため、本プロジェクト活動で取り

組む対象有効成分としたところ、NAL が保有している HPLC で分析の実技研修を実施する予定であっ

たが、NAL が保有している HPLC は 1 台のみで、その HPLC も経年劣化で通常の使用中に移動相のリ

ークが生じることがあった。エスフェンバレレートを他の 3つのフェンバレレートの異性体と分離する

ためにはHPLCを順送モード（非極性溶媒を移動相とすること。エスフェンバレレートの分析ではヘキ

サン、I,2 ジクロロエタン、エタノールの混合液を使用）として使う必要がある。NAL の HPLC は逆相

モード（移動相が水＋極性溶媒）で使用しているため、順相モードから逆相モードへの切り替えが必

要となる。この順相から逆相への切り替えには、極性溶媒と非極性溶媒の両方に溶解するイソプロピ

ルアルコール等を使用する必要があるが、イソプロピルアルコールは粘性が高くHPLC内部の圧力が非

常に大きくなってしまう。NAL の HPLC でモードの交換を実施すると内部圧力の高まりにより送液ポ

ンプや配管のトラブルが発生することが懸念された。また、今まで逆相モードのみで使用してきてい

るため、内部配管に非極性溶媒への耐性がない素材が使用されている可能性も指摘された。そのため、

今回の研修ではエスフェンバレレートを有効成分とした分析方法については座学のみを実施すること

とした。 

2.7.14 第 3 国研修の実施 

第 3国研修の渡航先はフィリピンを選定した。理由は以下の通り。 

- 総括が、2022年にフィリピン国を訪問した際に、農林水産省の Bureau of Plant Industry の分析研

究所を訪問し、機材の維持管理状況等について聞き取りを行う機会があった。予算は必ずしも

豊富に配分されているとは言えないが、機材の維持を確実に実施する等、カンボジア国に参考

になる点が多々あると判断された。そのためカンボジアへの適用の可能性がより高いと考え、

フィリピン国を選定した。 

訪問先は、政府機関としては農林水産省の関連部門と民間ラボ等を組み合わせることとした。表 

2-12に訪問先と農薬管理における役割等を整理した。 

表 2-12 第 3 国研修の訪問先  
訪問先 役割 訪問した部室 

政府機関 Bureau of Plant 
Industry (BPI)  

「2013 年食品安全法」により、BPI は農務省管轄の

食品安全規制機関と位置づけ。 BPI 植物製品安全サ

ービス部門 (PPSSD) は、食品サプライ チェーンの一

次生産から収穫後処理に至るまで、生鮮および最小

限に加工された植物性食品の食品安全に関する責務

あり。 

Office of the Chief 
Accreditation and Inspection 
Section 
Pesticide Analytical Laboratory 
(PALS) 
Contaminants Laboratory 
Section 
Office of the Executive Director 
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訪問先 役割 訪問した部室 
Fertilizer and 
Pesticide 
Authority (FPA) 

農薬業者のライセンス付与、輸入管理、製品の品質

と安全性の遵守、製品管理プログラムの制度化、肥

料製品の登録、農薬製品の登録、広報と開発を担当 

Laboratory Service Division 
Pesticides Regulations Division 
Fertilizer Regulation Division 

Bureau of 
Agriculture and 
Fishery 
Standards 
(BAFS) 

フィリピンの農水産物の食品の安全性、品質、労働

者の健康と福祉、環境管理、国際競争力を確保する

ための基準を開発し、推進 

Director  
Standard Development Division 
Technical Service Division 
Laboratory Service Division 
Organic Agriculture Division 

民間機関 Crop life 
Philippines Inc. 民間の農薬工業会 適用なし 

JEFCOR 
Laboratories Inc. 
– Cavite 

民間の ISO/IEC17025 認定ラボで農薬の残留分析等で

経験豊富。フィリピンのパイオニア的存在 適用なし 

研修実施時期は、新型コロナウィルス感染症が収束し、2023 年のカンボジア国民議会選挙が終了し

た 8月とした。訪問先などを以下の表 2-13に整理した。 

表 2-13 第 3 国研修の日程 
日付 訪問先 

8 月 14 日 
JICA表敬訪問の後、Crop life Philippines Inc.（農薬工業会）及び JEFCOR Laboratories Inc.（ISO 取得の民

間ラボ）を訪問 
8 月 15 日 Fertilizer and Pesticide Authority (FPA)を訪問 
8 月 16 日 Bureau of Agriculture and Fishery Standards (BAFS) を訪問 
8 月 17 日 Bureau of Plant Industry (BPI) を訪問 
8 月 18 日 報告書作成 

研修参加者を表 2-14 に整理した。この表には、カウンターパートの氏名のみ掲載したが、引率とし

て総括が参加し、他に通訳 1名、プロジェクトコーディネーターが参加した。 

なお、研修実施に先立ちフィリピン国農業省とは、2023 年 4 月から調整を開始し、上級次官である

DOMINGO F. PANGANIBAN 氏に連絡を入れた後に各研究所（BPI, FPA, BAFS）と調整をするよう指示

を得た。その結果、各機関とも非常に協力的に研修準備から研修当日まで対応頂くことができたこと

を付記する。 

表 2-14 第 3 国研修の参加者 
参加者 参加者氏名 所属 

1 SAMENG Keomonine  GDA 
2 LORN Socheata NAL 
3 KHOUN Kanha NAL 
4 THAO Seaklay  NAL 
5 NEAU Chanmonny NAL 
6 LEANG Sina NAL 
7 CHOU Sovichea PPSPSD 
8 PEN Mony Voth PPSPSD 
9 NO Sophearoth PPSPSD 
10 CHOEM Channa PPSPSD 
11 HUOT Ponleu PPSPSD 

2.7.15 習熟度評価 

2023年 9月から 10月にかけて NALの職員に対して、SNSを利用したアンケート調査を実施した。そ

の結果を以下に整理する。総じて、成果 1 の NAL に対する残留農薬分析に関わる能力開発活動は、他

ドナーのプロジェクトによる支援もあり、NAL の技術レベルは、当初の想定を超える状況となったと

評価できる。しかし、成果２の立入検査に関わる能力は、プロジェクトの最終段階で、大きな組織改
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編があったため当初目標を達成することはできなかった。 

(1) 成果 1 の NAL の残留農薬分析に関わる事項 

習熟度評価では、残留農薬の分析に必要となる代表的な基礎知識 3 つを選定し、NAL の農薬分析を

担当する職員に、それらについて説明できる程度にまで理解しているかを問いた。その結果、職員の 

80％以上（表 2-15）がこれら基礎知識を習得していると判断された。 

表 2-15 習熟度評価（基礎知識） 
残留農薬分析に必要となる基礎知識 回答者のうち理解し説明できる者の割合 

1 オクタノール-水分配係数 88% 
2 pKa 88% 
3 SPE、SLE、LLE について説明 100% 

- オクタノール-水分配係数とは、薬剤の親水性（水に溶けやすさ）あるいは疎水性（油に溶けや

すさ）の指標・比率で、作物から農薬を抽出する際に使う有機溶媒の選択において必要な知識

となる。職員の 8 割以上が説明することができるほどに理解を示し、この知識を利用して、今

回、実際に分析実務研修を行った４つの組合せ以外の農薬についても分析方法を検討すること

が可能になると期待される。 

- pKa は、酸の強さを定量的に表す酸解離定数を指し、HPLC の移動相の調整、溶液中の化学成分

の挙動を理解するために必要な基礎知識である。職員の 8割以上が pKaについて理解し、説明す

ることが可能となった。今回、実際に分析実務研修を行った４つの組合せ以外の農薬について

も分析方法を検討することが可能になると期待される。 

- 試料から農薬を抽出する際に利用される代表的な 3 つの技術（SPE：固相抽出法、SLE：サポー

ト型液体抽出法、LLE：液－液抽出法）について、全員が理解して説明できるようになった。こ

れら農薬の抽出方法は、他の薬剤・作物にも適用が可能と期待される。 

本業務では、4 つの農薬と作物の組合せについて、分析操作に関わる研修を行い 8 割以上の回答者が

十分な理解を得ることができた。 

表 2-16 習熟度評価（分析方法） 
ID 組合せ 回答者のうち理解し説明できる者の割合 

1 Imidacloprid (Tomato) 100 % 
2 Azoxystrobin (Green Chili Pepper) 100 % 
3 Carbofurans (Mango) 87.5 % 
4 Tricyclazole (Brown Rice) 100% 

ガスクロマトグラフ(GC)、高速液体クロマトグラフ(HPLC)について、検出の基礎現地及び維持管理

について評価を行った。なお、機器分析の利用にあたっては、NAL 職員は、それぞれ担当者を配置し

ていることから、各機器の担当者を対象に聞き取りを行った。その結果は以下のように整理できる。 

主な検出器の原理について、各機材の担当者は以下を説明できるほどに理解が深まった。 

- GC の炎イオン化検出器 (FID) の原理 
- GC の炎光光度検出器（FPD）の原理 
- GC の窒素・リン検出器(NPD)の原理 
- HPLC の紫外線検出器 (UV) の原理 
- HPLC の蛍光検出器の原理 
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また、GCの担当者は運用・保守に関わり、以下の問題が生じた際の対策を知っている。 

- ガス流量が低いときの対策 
- 汚染が疑われるときの対策 
- クロマトグラムのピークが分割している時の対策 

(2) 成果 2 の DAL の立入検査に関わる事項 

2023 年 4 月までに、立入検査マニュアルはドラフトが仕上がった。しかし、2023 年の総選挙後の組

織改編で、前述の通り、DALの農薬登録と立入検査に関わる機能は、PPSPSDに移管され、普及のため

のワークショップ等を開催できなかった。また、組織改編に伴い関連 Prakas を改定する必要があり、

それら完了後に立入検査マニュアルの見直しも必要となる。 

2.8 国内作業期間  

各現地業務終了後、現地業務で収集分析した情報を整理し、次期現地業務の準備を行った。 
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Project Design Matrix 
Version 0 

Date:  23rd September, 2019 
 
Project Title:  Project for Capacity Building for Pesticide Residue Analysis in Agricultural Produce 
Implementing Agency:  National Agriculture Laboratory (NAL), Department of Agricultural Legislation (DAL) 
Period of Project: June 2020 to June of 2022 (Tentative) 
Project Site: Phnom Penh 
Pilot Site: To be considered 
Direct Beneficiary:  

Output 1: Staff of NAL 
Output 2: Staff of NAL, DAL and Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (PDAFF) 
 

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Means of 
Verification 

Important 
Assumption 

Overall Goal    

Pesticide residue laboratory can 
validate new pesticide residue 
analysis method by themselves and 
capability obtained is integrated 
into pesticide regulation system 

To be determined - GDA official reports 
- DAL official reports  
- Other relevant 

reports by public and 
private sector 

- Mandate of NAL/ 
DAL in pesticide 
regulation system 
does not change 
drastically. 

Project Purpose    
Basic capacity of pesticide residue 
laboratory is improved and 
appropriate pesticide management 
is strengthened 

To be determined - GDA official reports 
- DAL official reports  
- Other relevant 

reports by public and 
private sector  

- Project reports 
 

- Mandate of NAL/ 
DAL in pesticide 
regulation system 
does not change 
drastically. 

Outputs    
1. Capability of residue analysis 

for selected combinations of 
pesticide and crop is obtained  

1-1-1. XX% of counterpart personnel 
acquire basic knowledge on 
analytical chemistry for pesticide 
residue analysis 

1-1-2. XX% of counterpart personnel 
acquire basic theory of analytical 
equipment 

1-2-1. Analytical methods for 4 
combinations of crop and active 
ingredient are validated 

1-2-2. Standard Operating Procedures 
(SOPs) required for validation of 
pesticide residue analysis 
method are developed  

- Monitoring 
sheets/Project reports 

- Evaluation method 
developed by the 
Project 

 

 
 

2. Capability of on-site 
inspection for pesticide 
retailer and pesticide quality 
monitoring is improved 

2-1. Manual for on-site inspection of 
pesticide retailer is developed  

2-2. XX% of on-site inspection follow 
developed manual in pilot site 

2-3. Formulation analysis methods are 
validated for 5 active ingredients 
which NAL could not analyze due 
to technical difficulties 

 

- Monitoring 
sheets/Project reports 

- Observation done by 
Japanese experts 

- Questionnaire 
- Monitoring sheet 

Activities Inputs  
-  Priorities and 
budget allocation 
for  

pesticide 
management is not 

0. Conduct survey on pesticide 
usage by farmer at field by 
GDA and sales in pilot site by 
DAL 
 

[Japanese side] 
 
(1) Dispatch of Experts 

Long term 
- Chief advisor/ 

[The Cambodia side] 
 
(1) Assignment of C/P 
・Project Director 



 

2 

1-1. Confirm capacity of NAL 
analyst for operation of 
existing equipment  

1-2. Facilitate laboratory 
upgrading for pesticide 
residue analysis (*1) 

1-3. Carry out On-the-Job 
Training for NAL analyst to 
analyze pesticide residue 

1-4. Develop procedures for 
pesticide residue analysis in 
selected combinations of crop 
and active ingredient 

1-5. Conduct technical workshop 
to exchange knowledge on 
pesticide residue analysis 
among analytical laboratories 

1-6. Strengthen operation and 
maintenance skill of 
equipment 

 

Coordinator 
Short term  

- Pesticide Residue 
Analysis 

- Pesticide Regulation 
- Pesticide Formulation 

Analysis (as required) 
 
(2) Provision of 
equipment/consumable 

- Basic experimental 
apparatus for pesticide 
residue and formulation 
analysis 

- Other relevant 
equipment and 
chemicals (as necessary 
for project activities) 

 
(3) Training in Japan / Third 
Country 

- Training for pesticide 
residue analysis/ 
pesticide regulation 

- Other training 
program(s) (as necessary) 
 
 

・Project Manager 
・Counterpart personnel 
 
(2) Facilities 
・Office space and furniture  
・Electricity, water, 
telephone/communication 
 

changed  
negatively. 

-  Majority of 
counterparts are not  

transferred. 
-  Number of 
counterparts is not 
decreased. 

 
 
 
 
Pre-Condition 
 
The laboratory for 
pesticide residue 
analysis is prepared. 
 

2-4. Review and revise current 
manuals and guidelines of 
pesticide on-site inspection  

2-5. DAL conducts training for 
PDAFF inspectors  

2-6. Conduct on-site inspection 
and collect suspicious 
pesticide for the proper 
implementation of relevant 
regulation/ guidance for 
pesticide retailer   

2-7. Confirm quality of pesticide 
collected in pilot site by DAL 
through formulation analysis 
by NAL 

2-8. Conduct pesticide 
formulation analysis by NAL 
for suspicious pesticide 
collected by GDA upon 
request/information from 
farmer at field 
 

*1 Actual implementation of laboratory upgrading will be conducted through collaboration with Agriculture Value Chain Infrastructure 

Improvement Project (AVIP) by ADB project No.50264. 
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Project Design Matrix 
Version 2.0 

Date:  5th July 2022 
 
Project Title:  Project for Capacity Building for Pesticide Residue Analysis in Agricultural Produce (PPRAP) 
Implementing Agency:  National Agriculture Laboratory (NAL), Department of Agricultural Legislation (DAL) 
Period of Project: November 2020 to November 2023 
Project Site: Phnom Penh 
Pilot Site: Phnom Penhn, Provinces in the border with Thailand and Vietnam, Provinces close to Tonle Sap.  
Direct Beneficiary:  NAL for Output 1, NAL and DAL for Output 2 and relevant departments under General 
Secretariat of MAFF and General Directorate of Agriculture 

Narrative 
Summary Objectively Verifiable Indicators Means of 

Verification 
Important 

Assumption 
Overall Goal    

Enhanced capacity is 
utilized for consistent 
and effective 
intervention by 
MAFFF for proper 
pesticide management  

1. Pesticide residue analytical methods for 
combination of active ingredient on crops 
are validated. 

2. The data on pesticides residue in crops are 
used for improving appropriate pesticide 
use including such as pesticide application 
standard and guideline.  

 

- GDA official reports 
- DAL official reports  
- Other relevant reports 

by public and private 
sector 

- Mandate of NAL/ DAL 
in pesticide regulation 
system does not change 
drastically. 

Project Purpose    
Capacity to enhance 
compliance with 
pesticide regulatory 
requirements 
strengthened. 

1. NAL is capable of providing 
pesticides residue information for 
selected crops and active ingredients.  

2. Provincial officers acquire better 
information on the pesticide on-site 
inspection.  

 

- GDA official reports 
- DAL official reports  
- Other relevant reports 

by public and private 
sector  

- Project reports 

- Mandate of NAL/ DAL 
in pesticide regulation 
system does not change 
drastically. 

- The following donor 
funded projects are 
implemented generally 
in line with the present 
designs unchanged.   
1. Cambodia 

Agricultural Sector 
Diversification 
Project (WB) 

2. The Agricultural 
Value Chain 
Competitiveness and 
Safety Enhancement 
Project (ADB) 

Outputs 
3. Capability of 

pesticide residue 
analysis for 
selected 
combinations of 
pesticide on 
crops are 
obtained  

1-1-1.  80 % of counterpart personnel 
acquire basic knowledge on analytical 
chemistry for pesticide residue 
analysis 

1-1-2.  80 % of counterpart personnel 
acquire basic theory of analytical 
equipment 

1-2-1.  Analytical methods for combinations 
of active ingredient on crops are 
validated 

1-2-2.  Standard Operating Procedures 
(SOPs) required for validation of 
pesticide residue analysis method are 
developed  

- Monitoring 
sheets/Project reports 

- Evaluation method 
developed by the 
Project 

 

 
 

4. Capacity in 
pesticide 
regulatory 
compliance and 
enforcement 
enhanced 

2-1.  Manual for on-site inspection of 
pesticide retailer is developed  

2-2.  60 % of provincial inspector 
understand the developed manual. 

2-3.  Formulation analysis methods are 
validated for 2 active ingredients 
which NAL could not analyze due to 
technical difficulties 

   

- Monitoring 
sheets/Project reports 

- Observation done by 
Japanese  

-  
- Questionnaire 
- Monitoring sheet 

The following donor 
funded project is 
implemented in a 
concerted manner on the 
matters related to the 
pesticides management.  
Cambodia-Australia 
Agricultural Value Chain 
Program (CAVAC) 

Activities Inputs  
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1  Actual implementation of laboratory upgrading will be conducted through collaboration with Agriculture Value Chain 
Infrastructure Improvement Project (AVIP) by ADB project No.50264. 

2:  FAMIC stands for Food and Agricultural Materials Inspection Centre. It is a government au

0. Conduct survey on 
pesticide usage by 
farmer at field by GDA 
and sales in pilot site by 
DAL 

[Japanese side] 
(1) Dispatch of 
Experts 

Long term 
- Chief advisor/ 

Coordinator 
Short term 

- Pesticide 
Residue 
Analysis 

- Pesticide 
Regulation 

- Pesticide 
Formulation 
Analysis (as 
required) 

(2) Provision of 
equipment/consumable 

- Basic 
experimental 
apparatus for 
pesticide 
residue and 
formulation 
analysis 

- Other relevant 
equipment and 
chemicals (as 
necessary for 
project 
activities) 

 
(3) Training in Japan / 
Third Country 

-  Training for 
pesticide 
residue 
analysis/ 
pesticide 
regulation 

-  Other training 
program(s) (as 
necessary) 

  
 
 

 
 

[The Cambodia side] 
(3) Assignment of C/P 

- Project Director 
- Project Manager 
- Counterpart personnel 

(4) Facilities 
- Office space and furniture  
- Electricity, water, 

telephone/communication 
 
 
 

- Priorities and budget 
allocation for pesticide 
management is not 
changed negatively. 

- Majority of 
counterparts are not 
transferred. 

- Number of counterparts 
is not decreased. 

  
Pre-Condition 
 
The laboratory for 
pesticide residue analysis 
is prepared. 
 
 
 
 

1-7. Confirm capacity of 
NAL analyst for 
operation of existing 
equipment  

1-8. Facilitate laboratory 
upgrading for pesticide 
residue analysis 1 

1-9. Carry out On-the-Job 
Training for NAL 
analyst to analyze 
pesticide residue 

1-10. Develop procedures for 
pesticide residue 
analysis in selected 
combinations of active 
ingredient on crops 

1-11. Conduct technical 
workshop to exchange 
knowledge on pesticide 
residue analysis among 
analytical laboratories 

1-12. Strengthen operation 
and maintenance skill 
of equipment 

1-13. Oversea training/study 
tour on pesticide 
residue analysis 

2-9. Design approach for 
information 
management and 
dissemination of 
manuals and 
guidelines3   

2-10. Conduct joint on-site 
inspection and collect 
suspicious pesticide for 
the proper 
implementation of 
relevant regulation/ 
guidance for pesticide 
retailers  

2-11. Confirm quality of 
pesticide collected in 
pilot site by DAL 
through analysis (A.I. & 
Physical) by NAL 

2-12. Conduct new 2 A.I. 
validated methods of 
pesticide formulation 
by NAL 

2-6. Conduct pesticide 
formulation analysis by 
NAL for suspicious 
pesticide collected by 
GDA upon 
request/information from 
farmer at field  
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合同調整委員会議事録
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モニタリングシート
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プロジェクトメンバー及びカウンターパート



 

 



 

 

List of Dispatched Experts 
1. Muramatsu Yasuhiko  Team Leader  
2. Kitamura Yasuo  Senior Specialist  
3. Shinoda Takayoshi  Pesticides Residue Analysis Specialist 1  
4. Julio Salvador C. Valeza  Pesticides Residue Analysis Specialist 2 
5. Oshima Yu Pesticides Residue Analysis Specialist 3  
6. Sakamoto Chizu  Project Coordinator  
7. Rith Chanveasna  Cambodian Project Assistant 1  
8. Hong Phoma  Cambodian Project Assistant 2   
- The Cambodian Project Assistant 1 was contracted on 1 February 2021 and supported the project until the end 

of September 2022. The position was replaced since then by the Cambodian Project Assistant 2. 
 
List of Counterparts 
NAL 
1. Phiv ChinTheng  Deputy Director of NAL 
2. Lorn Socheata Chief of the Pesticide Laboratory 
3. Thao Seaklay Vice Chief of the Pesticide Laboratory 
4. Neau Chanmonny Vice Chief of the Pesticide Laboratory 
5. Keo Sothary Vice Chief of the Pesticide Laboratory 
6. Nguon Nirdey  Technician of the Pesticide Laboratory 
7. Khoun Kanha Technician of the Pesticide Laboratory 
8. Yout Chakriya  Technician of the Pesticide Laboratory 
9. Leang Sina Technician of the Pesticide Laboratory 
- Mr. Hun Rithy participated in the project in the early half of the duration, then transferred to another department.  

 
DAL 
1. Mr. Phum Ra  Director at DAL/MAFF 
2. Kan Kompheak  Deputy Director at DAL/MAFF 
3. Lim Bolin Deputy Director at DAL/MAFF 
4. Em Pisey  Chief of Planning and International Cooperation office at DAL/MAFF 
5. Sovuth Matra  Vice-Chief of Agricultural Material Standards of office at DAL/MAFF 
6. Vinin Marineth  Vice-Chief of Planning and International Cooperation office at DAL/MAFF  
7. Thong Soklin   Vice-Chief of Agricultural Litigation and Investigation office at 

DAL/MAFF)  
8. Srun Sopheak  Vice-Chief of Planning and International Cooperation office at DAL/MAFF  
 
PPSPSD 
1. Dy Sam An Deputy Director 
2. Chou Sovichea Deputy Director 
3. Pen MonyVoth Vice Chief 
4. Moeung Bophayanika Vice Chief 
5. No Sophearoth Vice Chief 
6. Choem Channa Officer 
7. Ly Kimleng Officer 
8. Chy Tann Officer 
9. Chhim Vannara Officer 
10. Mang Socheat Officer 
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Sub-decree改定の新旧対比表 
  旧条項 新条項 

第12条 

The revision of Article 12 of the Sub-Decree No. 17 ANKr.BK, Dated on 17th, April, 2000 

農業法制部は、次に掲げる事務をつかさどる。 
① 市場経済において、貧困農家を含む農家世帯の社会経済的

地位改善に向けた政策立案に関すること。 
② 法的諸条件を整備し、対策を提案し、事業体や農業組織の

発展促進に関すること。 
③ 現行法に基づく部門または下位組織の要請に応じて、法

律、規制およびその他法令の草案作成および改定に関する
こと。 

④ 部門および関連機関に対する農業分野の法令、条項、およ
び規制文書の実施普及および継続的改善に関すること。 

⑤ 農業資材の品質基準の登録、設計および農業資材の検査措
置の改善に関すること。 

⑥ 大臣指導部および同省の監督下にある団体の農業問題に関
する法務補佐としての活動に関すること。 

⑦ 農林水産大臣によって指示されたその他事務をつかさど
る。 

 
2. 2008 年 11 月 14 日付けの政令 No. 188 ANKr.BK、総局と同等
の立場にある森林漁業行政を推進するため、省の総局を事務総
局に昇格させる改正に関するもの。 農業・農地整備局を農業総
局とするとともに、ゴム農園総局を改正して農林水産省管轄の
ゴム総局とすることを推進する。 

農業法制部は次に掲げる事務をつかさどる。 
① 農林水産省関連法令の起草に関わる計画・企画に関すること。 
② 法律草案、修正案、法定書簡およびその他の規則の調査、研究、策定および改

正に関すること。 
③ 同省および関連省庁の部門により起草された法律および法的文書についての確

認および助言に関すること。 
④ 法律およびその他の法的文書に対する調査、研究、監視および影響評価の実施

に関すること。 
⑤ 法執行機関の検査のための運用標準手順に関するガイドラインを作成し、同省

の関連部門に対する法令作成支援に関すること。 
⑥ 法律および有効な関連法令の施行の有効性の調査、監視、評価に関すること。 
⑦ 同省の農業法務担当官および法執行官の資格を向上させるための研修やワーク

ショップの開催を通じて人材の能力開発に関すること。 
⑧ 同省の法執行官による職務および懲戒手続きの実施の調査および監視に関する

こと。 
⑨ 他の専門部門と協力し、法令の配布に関すること。 
⑩ 国内および国際機関、民間部門、開発パートナーとの協力の下で、同省の法律

および関連法規の作成および施行に関すること。 
⑪ 部門の年間活動計画と予算計画に関すること。 
⑫ 部門の職員、事務作業および資料管理に関すること。 
⑬ 月次レポート、四半期レポート、期間レポート、9 ヶ月レポート、年次レポー

トの作成に関すること。 
⑭ 書記長によって指示されたその他の事務をつかさどる。 
農業法制部は、現行の規定に従い、局長 1 名とその補佐として副局長数名を置く。 
農業法制部は、農林水産省事務総局の管轄下に置く。  

第32条 Article 32 and Article 33 of the Sub-Decree No. 188 ANKr.BK, dated on 14th, November, 2008; 
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  旧条項 新条項 

植物保護衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。 
① 持続的かつ生物多様性を活かした生産性の向上を図るた

め、農薬、生物農薬、化学肥料の管理を図る政策、計画、
プロジェクト、開発プログラムの策定に関すること。 

② 消費者および市場が求める農作物の品質と安全性を確保
し、その輸出促進を図るために、農作物の品質基準策定、
安全性と品質を確保するためのシステム構築および政策策
定に関すること。 

③ 政府政策および WTO の衛生植物検疫に関する協定に沿
い、植物保護、食品安全および植物検疫検査に関わる法整
備およびそれらの運営サービスの構築に関すること。 

④ 農産物の品質と安全性を高め、農家収入および収益向上を
図り、農作物の輸出を促進するため、管理目標を定め、傘
下機関による試験研究活動を推進し、農業普及局や地方団
体との協力の下、農家、農業団体、投資家、民間部門に対
し、植物保護対策、植物検疫対策、生産性および開発の普
及に関すること。 

⑤ 国境を越える作物の輸送に関わるあらゆる活動の検査機関
としての作物品種検査の実施に関すること。 

⑥ 民間部門との連携を強化し、植物保護および植物検疫作業
に関するサービスや、農産物の品質向上に向けた民間投資
の奨励・促進に関すること。 

⑦ 病害虫の駆除、植物保護、抑制、成長促進等に利用される
化学物質の分析、土壌養分の改善、農産物の品質分析等の
技術支援の提供に関すること。 

⑧ 国内、地域、国際条約や協定を履行するための連携と協調
に関すること。 

⑨ 総局長によって指示されたその他の業務実行に関するこ
と。 

植物防疫・植物検疫局は、局長 1 名とその補佐として副局長数
名を置く。 

 植物保護衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。 
① 植物保護および植物検疫に関する政策、法令、基準、戦略計画、プログラムお

よび開発プロジェクトの策定・実施に関すること。 
② 食の安全性を確保するために、適正な農業慣行や有機農業を含む農業生産シス

テムの開発および決定に関すること。社会実装を支援し、食の安全性を確保す
るための生産システムに関わる証明書の発行に関すること。 

③ 植物保護および植物検疫の枠組み内で、法律の規定、植物保護に関する国際条
約、世界貿易機関の衛生植物検疫に関する協定および植物検疫に関わる方法に
ついて、国内外の基準に従い、作業システム管理およびその他の関連規制の実
施に関すること。 

④ 気候に優しい農業生産に関わり、その品質と安全性を向上させるための植物保
護措置と植物検疫措置の調査研究に関すること。 

⑤ 植物の保護および植物検疫に携わる職員の技術力強化と資質向上を図るための
教育活動および研修に関すること。 

⑥ カンボジア王国を横断する農産物の輸出入または輸送に関わり、植物、植物製
品および製品に対する植物保護および植物検疫措置を実施することによる有害
成分の管理および制御に関すること。 

⑦ 植物保護措置および植物検疫措置の実施に関するあらゆる種類の技術サービス
を、あらゆる種類の植物保護製品の品質、有効性および危険リスクの観点から
の科学的な管理、監視および評価の実施に関すること。 

⑧ 植物保護製品の品質と有効性の調査、研究、評価に関すること。 
⑨ 有害動植物を殺虫（殺菌）し、作物中の農薬および化学物質の最大残留基準値

の分析・評価に関わるサービス提供に関すること。 
⑩ 農産物の安全性のリスク分析、検査を実施し、あらゆる種類の植物検疫証明書

の発行に関すること。 
⑪ 植物保護措置および植物検疫措置の実施枠組み策定において、植物検疫に関す

る情報を管理し、国民への教育普及活動の実施に関すること。 
⑫ 輸出国の植物検疫要件を調査し、農産物の市場開放について交渉し、植物、植

物製品およびその他の植物検疫検査対象農産物の取引促進に関すること。 
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  旧条項 新条項 
⑬ 農産物の品質と安全性向上に向けて、関係省庁、地方行政機関、民間部門、市

民社会、開発パートナーと協力し、植物保護措置と植物検疫措置に関わる能力
の強化に関すること。 

⑭ 国際植物防疫条約、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤に
ついての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の履行
において、カンボジア王国の代表として公的役割を果たし、国際的なコミュニ
ケーションと協力に関すること。 国際的または地域的な文書の実施、および
植物保護と植物検疫に関連する国際フォーラムへの参加に関すること。 

⑮ カンボジア王国で取引および使用される農薬に関する検査の管理および実施に
関すること。 

⑯ 月次、四半期、期間、9 ヶ月、年次レポートを作成に関すること。 
⑰ 農業総局局長によって指示されたその他業務の遂行に関すること。 
植物保護衛生局は、現行の規制に従って、局長 1 名とその補佐として副局長数名を
置く。 

第33条 

 農地資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。 
① 持続的な天然資源と生物多様性を確保し、土地資源の潜在

能力に基づいて、作物生産と土壌利用の生産性を向上させ
ることを目的とした作物生産に関わる政策、計画、開発プ
ログラム、土壌利用および土壌品質改善対策の策定に関す
ること。 

② 政策および国、地域、国際レベルの条約および協定に従っ
て農地を改善するため土地資源の管理と利用に関わる関連
法規等の策定に関すること。 

③ 作物品種、土壌タイプおよび地形ごとに適した生育地域選
定、土地台帳作成、土地利用および土壌栄養の改善の指導
等の農耕地利用ガイドラインの策定に関すること。 

④ 土地資源の潜在力に応じた作物・土地生産性の向上に向け
て、農業普及局および地元団体との協力の下、土地資源利
用対策、作物生産および開発における土壌養分改善に関わ
り関連研究機関による試験研究活動の管理目標の設定およ
び普及活動実施に関すること。 

 農地資源管理局は、次に掲げる事務をつかさどる。 
① 政府の政策に基づいて農地資源を効果的かつ持続的に管理するための戦略と計

画の策定に関すること。 
② 持続可能な農地資源の管理と利用に関する政策、国、地域の方針および国際協

定に従って、法律を策定し、効果的な実施促進に関すること。 
③ 研究および実験活動を推進するための戦略目標の策定、また、政府、民間、開

発パートナー、農業組織と協調し、農地管理、農地の質低下防止、保全と農業
生態、農地と水保全、農地利用、気候変動に配慮した農業に関わる技術移転に
関すること。 

④ 栽培地の選定、農地台帳、土地利用の技術指導、土壌品質の改善など、 農地
資源の効果的かつ持続的な管理に関わる技術ガイドラインの策定に関するこ
と。 

⑤ 農業近代化の流れの中で、農地保全と持続的な高度利用の促進を通じて、農地
保全を進めるための研究と技術開発に関すること。 

⑥ 衛星・デジタル技術を活用して、農地資源、農地利用、作物生産を管理し、気
候変動が作物生産に及ぼす影響の監視・評価および農業気象の情報公開に関す
ること。 
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  旧条項 新条項 
⑤ 民間セクターとの連携を図り、土地の質改善に関わる支援

サービスへの投資促進に関すること。 
⑥ 土地の質、作物生育状況、土壌養分の過多により生じる生

育不良、化学肥料、有機肥料、および土壌品質を改善する
ために使用される物質の評価に関するサービス提供に関す
ること。 

⑦ 国内、地域、国際レベルでの条約や協定を履行するための
調整・連絡に関すること。 

⑧ 農地資源管理部長によって指示されたその他の業務実施に
関すること。 

農地資源管理部は部長 1 名とその補佐として次長数名を置く。 

⑦ 農地管理、土壌肥沃度評価、農地利用、生態系と社会経済の評価および作物栄
養素に関するサービスの実施、評価、提供に関すること。 

⑧ カンボジア王国で取引および使用される農業用肥料に関し、その検査活動の管
理・実施に関すること。 

⑨ 国際協力を強化し、国、地域、国際レベルでの研究プロジェクトやその他の関
連条約や協定の実施協力に関すること。 

⑩ 月次、四半期、期間、9 ヶ月、年次レポートを作成に関すること。 
⑪ 長官によって指示されたその他の事務をつかさどる。 
農地管理局は、現行の規定に従い、局長 1 名とその補佐として副局長数名を置く。 

第26条 

New Article 26 of the Sub-Decree No. 81 ANKr.BK, Dated on 21st, June, 2019. 

 3. 2008 年 11 月 14 日付けの政令 188 ANKr.BK の第 2 条、第 2
5 条、第 26 条および第 35 条の改正に関する政令第 81 号 ANKr.
BK の新しい条項 26 および新しい条項 2017 年 7 月 26 日付けの
政令 No. 118 ANKr.BK の 27 
第 26 条 - 
農業総局は、農林水産省の補佐として、次に掲げる事務をつか
さどる。 
① 生態学的条件、土地資源の潜在能力、気候変動の影響、市

場ニーズ、天然資源と環境の持続性に応じ政策、計画、プ
ログラム、プロジェクトおよび作物生産開発対策の提案に
関すること。 

② 食の安全性確保、国民生活水準向上、農作物輸出促進を目
的とした作物生産および農村経済の発展に資する試験研究
の実施に関すること。 

③ 農業生産性を向上させるために、広く農家と民間に対し、
作物生産技術の指導と支援サービスの効果的な普及の実施
に関すること。 

④ 農民組織と農業生産組織を設立し、公的・民間機関、農家
および生産者団体間の連携を促すことによって、作物生産
ガイドラインおよび技術普及に関し、効果的な教育普及を

  
 
 
農業総局は農林水産省の補佐機関であり、次に掲げる事務をつかさどる。 
① 作物生産に関する政策、戦略、計画、プロジェクト、プログラムおよび持続可

能で生産的かつ競争力のある方策の提案に関すること。 
② 食の安全性を確保し、農作物の輸出を促進し、もって国民生活を向上させるた

めに、作物生産の生産性向上と農業の商業化を図り、経営の多角化に関連する
試験、研究、技術開発および社会経済的研究の実施に関すること。 

③ 教育活動や技術移転を通じて、農業者や関係者に対して農業技術に関する啓発
活動を幅広く実施し、効果的な情報提供に関すること。 

④ 農家とその関係者に農業コミュニティと農業生産者組織の形成を促し、それら
の機能、運営、発展の支援に関すること。公共経営者、民間および農業生産者
が地方の農業経済企業となり、マーケティング交渉力を強化できるように、組
織力および農業技術の開発促進に関すること。 

⑤ 農家とその関係者の収入向上を目指し、生態系および社会経済的地理的条件に
配慮した適切な作物品種の選定、肥料、灌漑システム、農業技術、衛生植物検
疫、植物保護措置、農業機械使用の奨励に関すること。 



 

5 
 

  旧条項 新条項 
実現し、市場開拓をし、農家の利益の向上に資する活動に
関すること。 

⑤ 農業生産性と農家収入の増加に向けて、社会経済的地理的
条件に応じた適切な栽培品種、土地資源、灌漑の使用、ま
あ、生態学的栽培を適用し、植物保護を進め、農業機械の
利用の促進に関すること。 

⑥ 分析、研究、農地の品質の評価、作物の健康状態の評価、
あらゆる種類の作物の品種評価、病害虫診断、農薬および
生物資材の分析に関するサービス提供に関すること。 

⑦ 効果的かつ持続的に作物生産量の増加を目的に、作物生産
の品質を維持するために農薬、生物資材、品種等の利用に
関わる関連法規の制定に関すること。 

⑧ 協力を促進し、国家、地域および国際レベルでの基準、ガ
イドライン、議定書、覚書、協定およびその他の法的文書
の実施に関すること。 

⑨ 作物の生育状況を監視し、病気を排除してリスクを軽減す
るための解決策を検討することによる病害虫の発生予察に
関すること。 

⑩ 農林水産大臣によって指示されたその他の業務実施に関す
ること。 

農業総局は局長1名と、必要に応じて補佐として副局長数名を
置く。 

⑥ 生産と農業商業化を図るため土壌、肥料、水、植物、農薬、作物生育状況、あ
らゆる種類の作物の品種、病害虫診断、生物資材、化学廃棄物、化学廃棄物な
どの品質と安全性を分析、研究、評価に関すること。 

⑦ 作物サブセクターの発展のための関連法に基づく法律草案および法的文書の作
成に関すること。 

⑧ 農産加工品の生産性、品質、食の安全性を向上を目指し、インフラ投資を進
め、気候に優しい植物保護、衛生および植物検疫の効果的な実施促進に関する
こと。 

⑨ 国家、地域、国際レベルでの基準、ガイドライン、議定書、覚書、協定および
その他の法的文書の協力と実施に関すること。 

⑩ 有効な栽培地域を選定するための土壌肥沃度、土地利用、生態系および社会経
済に関わる調査・評価の実施に関すること。 

⑪ 農業の生産性向上、公衆衛生改善および持続性確保に向けて、農薬および肥料
の有効かつ安全な使用を促進するための管理および検査実施に関すること。 

⑫ 月次、四半期、期間、9 ヶ月、年次レポートの作成に関すること。 
⑬ 大臣によって割り当てられたその他の任務の遂行に関すること。 
農業総局は、現行の規定に従い、局長 1 名と補佐として副局長数名を置く。 
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The Phnom Penh Post 

AGRICULTURE MINISTER TINA PLANS NATIONAL LABORATORY 

Van Socheata | Publication date 27 September 2023 | 21:49 ICT 
  

Agriculture minister Dith Tina (right) met with Asian Development Bank (ADB) country director Jyotsana 
Varma on September 26. MAFF  

Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries Dith Tina has mooted the idea of building a large, modern national 
agricultural laboratory in Kandal province. Construction is expected to cost $30 million and scheduled for 
completion in 2026. 

While meeting with Asian Development Bank (ADB) country director Jyotsana Varma on September 26, Tina said 
he welcomes all investment and development projects that would improve the livelihoods of farmers and drive 
Cambodia towards becoming an upper-middle-income country by 2030. 

“The national laboratory will be an essential part of inspecting agricultural products, in order to guarantee food 
safety and control infectious diseases,” he explained. “We welcome any development partners who want to join us 
in this project.” 

Ministry spokesperson Im Rachna said on September 27 that the lab construction project was initiated by the 
minister himself. Having inspected key general departments, Tina intends to establish a national lab that will 
combine the work of the labs of each municipal-provincial agriculture department. 

“The national lab will help us a lot, in terms of cutting costs regarding equipment that is generally expensive. That’s 
our first goal. 

“Second, if we bring all of the scientists and lab technicians together, they can share their experience, to strengthen 
one another’s’ capacities,” she said. 

Thong Ra, a food safety specialist at the UN Industrial Development Organisation (UNIDO), voiced strong support 
for the establishment of the facility, adding that the UN agency stands ready to provide the ministry with technical 
assistance. 

He explained that the ministry met with his organisation recently to discuss the idea, believing that the lab will be 
very important to improve food safety, both domestically and for export products. 

“We strongly support the establishment of this lab. UNIDO has previously noted that the existing labs lack human 
resources for analysing data and issuing findings. 

“To date, we have worked with many labs in Cambodia and provided over 10 state and private labs with training to 
make technical comments and improve food safety standards,” he said. 

Rachna said the facility will be built on 2ha of land in Sitbo commune of Kandal province’s Takhmao town, just 
outsides the capital. 

On the same day, Tina also met with Russian ambassador Anatoly Borovik at the ministry headquarters. 

During the meeting, he welcomed Cambodia-Russia agricultural cooperation, which focuses mainly on boosting 
trade, including the import of fertilisers from Russia and the export of Cambodian produce. 

Both sides also discussed holding a memorial service for eight Russian agricultural specialists who were killed by 
the Khmer Rouge in Kampong Cham province on August 23, 1983. 
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They agreed to hold a service in the province and install a memorial. The names of the eight experts will be engraved 
on the monument, in both the Khmer and Russian languages. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
添付資料８ 

 

従事計画実績表



 

 

 
 
 
 
 
  
 



 

 

従事計画実績表 
 

 

人/月

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

CTII:建設技研インターナショナル

2022年11月現地業務期間中、11月2, 4,  10, 18, 22日及び30日を除く23日間稼働

2022年12月の現地業務は12月1～3日の3日間稼働

2023年1月の現地業務は1月22日～29日及び１月31日の9日間稼働 2023年2月は左記の現地業務に継続して2月1日から2月3日までの3日間。また現地業務で2月25日から2月27日までの3日間。2月10日、13日及び15日の3日間は国内業務。

2023年３月の現地業務は3月24日～31日の8日間稼働、国内稼働は、3/10, 3/13-3/15の４日間

2023年4月の現地業務は4月1日～4月２５日。4月２６日はADB予算。国内稼働は、4/27及び4/28の2日間

担　　　当 氏　　　名
変更前/

変更後

計画と

実績

時期

2020 2021年 2022年 2023年

4 5 6 7

2020年 2021年 2022年 2023年 計

11 12 1 2 3 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1 4 5 6 78 9 10 11 12 1 国内 現地 国内国内 現地 国内 現地

現

　

地

　

調

　

査

チーフアドバイザー 村松 康彦 原契約

計画

(現時点)

国内 現地8 9 10 11 12 現地2 3

2.20

実績 0.13 2.20

2.67 8.000.23 5.10

チーフアドバイザー 村松 康彦 変更前

計画

(現時点)

0.00 2.33実績 0.13

0.23 3.60 2.67

チーフアドバイザー 村松 康彦 変更後

実績 0.13 2.20 2.23

6.50

計画

(現時点)
0.13 2.20

4.57

3.10 3.50

8.93

0.70 2.30 5.000.00

2.93 3.67

0.00 2.00実績 0.70 1.30

2.00

8.93

0.00

実績 0.70

チーフアドバイザー 村松 康彦 変更後

計画

(現時点)

2.33

チーフアドバイザー 村松 康彦 変更前

計画

(現時点)

0.70 3.80

3.60 0.00 6.63

2.00

9.03

0.70 3.80

2.48 2.25 9.03実績 0.70 3.60

2.20 2.33

国

内

作

業

チーフアドバイザー 村松 康彦 原契約

計画

(現時点)

0.00 6.50

計画計 計画計 17.96

実績計 実績計 17.96
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